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開議 午前９時３０分 

 

○議長（永谷幸弘君） 

  ただいまの出席議員は１２名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  昨日に引き続き、順次発言を許します。

質問者は質問者席に登壇して質問を行って

ください。 

  持ち時間は質問及び答弁を合わせて５０

分といたします。 

  川上勲議員を指名いたします。 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  皆さん、おはようございます。 

  御指名をいただきましたので、質問をさ

せていただきます。 

  選挙期間前に、熊さん八っつぁんの内容

を見ると、４０年近い古参議員、ぼろくそ

に書かれました川上でございます。まず、

過日行われました町長選挙におきまして見

事当選された塩川町長、おめでとうござい

ます。選挙というのは民主的な戦いでござ

います。有権者に対して豊能町の将来を見

据えて、どの候補者が町のためになるかを

見きわめていただく戦いでございます。し

たがって、有権者は公約あるいはその候補

者の人間性、またどの政党が公認しておる

か、そういうことを踏まえて、有権者はあ

らゆる要素を基準にして判断をして投票す

るのでございます。そのことを前提として、

まず塩川町長は身を切る改革として町長の

給料を３０％カットされました。身を切る

改革、これは大阪維新の会の綱領、つまり

マニフェストでございます。大阪維新の会

の公認候補であった塩川町長はこれによっ

て当然３０％をカットされたはずであると

思いますがいかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  おはようございます。 

  御質問のとおり３０％のカットをさせて

いただきました。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  ３０％のカットというのは大阪維新の綱

領つまりマニフェストによって３０％カッ

トされたということですね。ということは、

今後早急に副町長あるいは教育長を選んで

議会の同意を得るためには、当然副町長あ

るいは教育長も町長よりもその報酬は少な

くなるようなカットをされるはずでござい

ますけれども、その件に関してはいかがで

すか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  ３０％のカットというのは私の決意のあ

らわれです。副町長並びに教育長につきま

してはこれから検討させていただきます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  塩川町長は当然、大阪維新の会の公認で

あった候補者でありましたね。ということ

はやはり議会の同意を得るためには副町長

も教育長もやはりそれなりのカットをする

ということは当然であろうと思いますけれ

ども、その辺いかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 
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  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今、川上議員がおっしゃられたようにそ

れなりのカット、それはしていかないとい

けないと思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  この件は早急に副町長あるいは教育長を

選んでいただいて、議会の同意のときにも

また我々対応したいと思います。 

  それから、大阪維新の会の公認の府議会

議員が、その奥さんのツイッターによりま

すと、塩川さんの御意志で維新の公認で出

たいと思われ、特別な配慮ですのですぐに

いただけたこと忘れないでくださいねとい

うことをおっしゃって、塩川町長は、あり

がとうございます。全力を尽くして上島さ

んが圧倒的なトップ当選の栄誉に輝くこと

が願いです。何でもさせていただきますと

いうふうにおっしゃっておりました。この

件に間違いはございませんか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  ツイッターというか、フェイスブックの

ほうに書かせていただいた内容はそのとお

りでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  これらのことから当然推測されるのは、

その府議会議員に対してトップ当選がお願

いですと、何でもさせていただきますとい

うぐあいに返信されておられます。町長は

自民党公認の候補者の出陣式に出席したい

と連絡されましたが、これはその町長の意

図は何であったかお伺いしたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  出陣式にお伺いする予定で、今、町と調

整をさせていただいておりますけれども、

原田りょうさんとそれから上島さんと、こ

ちらの豊能町を見守っていただく議員さん

ですので、両方とも出席させていただきま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  これは私が思うのに、維新の候補者に対

して何でもさせていただきますというぐあ

いにおっしゃってますわね。ということは、

私は維新の候補者に対して、この自民党の

候補者の出陣式に出るということはひいて

は背信行為やと、私はそういうふうに思い

ます。いかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  町長にならせていただいてお助けいただ

く、そして一緒になってやらせていただく

自民党の原田りょうさんも、そして維新の

上島さんも通常の激励という形で両方とも

させていただく、これが私のバランスをと

ったやり方でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  選挙以前またあるいは選挙期間中に、そ

の維新公認の府議会議員は敵対の候補者の

応援する人をハイエナの集団やというぐあ

いに言っておられますね。このフェイスブ

ックかツイッターか知りませんけどね。ハ

イエナのような抵抗勢力にはぶれずに立ち
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向かいましょうと、こういうぐあいに言っ

ておりますね。これは御存じですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  選挙期間中、フェイスブックを見るとい

うことはほとんどありませんでした。した

がって記憶のほうにはございません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  見られてなかったということですので、

その内容はわかりませんけれども、確かに

ハイエナのような抵抗勢力にはぶれずに立

ち向かいましょうと、あなたに対してぶれ

ずに立ち向かいましょうと言っておられま

すんで、当然これ見られてるはずなんです

わね。見られてないとおっしゃってるけど

もね。あなたに対して言われているのでね。

我々はハイエナのような抵抗勢力なんです

わ。そのハイエナのような抵抗勢力のとこ

ろへあなたが出陣式に行かれるいうことは、

いささか私はちょっとおかしいんちゃうか

なというぐあいに思いますねんけども、そ

の辺いかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  ハイエナとかという言葉は私、知りませ

んけれども、町長として、この９区のとこ

ろから出陣されてる議員さんには、これは

一緒になってこの豊能町を支えていただか

ないといけませんので、両方とも私は行か

せていただくということでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  当然選挙は民主的な戦いで、終わればノ

ーサイドでまた一緒にやる、やっていくと、

これは当然やと思いますけれども、選挙期

間の前にこういうような言葉を吐いて、ま

してや大阪府議会の維新公認の議員ですわ。

その維新公認の議員さんが、ハイエナのよ

うな抵抗勢力と、こういうぐあいに書かれ

るいうことはどういう感想をお持ちです。

ちょっとお答えください。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  先ほども申しましたとおり記憶がござい

ませんので、そのときの印象は全然わかり

ません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  今の印象をお答えください。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  選挙期間中ですから、いろいろな言葉が

飛び交っているということはあると思いま

す。ハイエナという言葉が正しいかどうか、

それからそのほかの言葉があったとしても

選挙期間中のことだから、私は許されるん

ではないかなというように思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  町長、選挙期間中は、その前は、言葉は

いろいろ出ますわ。ところが言葉は残りま

せんねん。ところがこういうぐあいに書く

とこれ残ってくるんですわ。残ってくるい

うことは、ハイエナのような集団が町長の

公認のした維新の会の府会議員ですわ。と
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いうことは町長に対して反発するよりも、

その府会議員に対して反発するために、ハ

イエナのような集団はいろいろな理由をつ

けて、町長がおっしゃってることをいろい

ろな理由をつけて、通らない場合が当然出

てくるわけですわ。だから、言葉ではいろ

いろなことがあったと思います。我々も言

うた。ところが終わってしまったらノーサ

イドでやっぱり豊能町のための大前提やか

ら、これはお互いに町長の立場、我々議員

の立場として協力していかなあかんとこは

協力していかないかんという大前提がある

けども、こういう書いたもんに残ると、や

っぱりそれなりの抵抗勢力になると思いま

っせ。だから公認候補者として、公認候補

として当選されたのであれば、その府会議

員にやっぱり一言、言うべきであると私は

思いますけど、その辺いかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  川上議員からの御指摘をいただきました。

今そのハイエナという言葉、先ほど申しま

したとおり覚えがないと。今は教えていた

だきましたから考えさせていただきたいと

思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  考えるいうことだけで終わってしまわれ

たように思いますが、次にまたいかせてい

ただきます。 

  今回の質問は町長の所信表明あるいは選

挙公約とかチラシ、その内容から質問をさ

せていただきます。 

  まず豊能町の借金は８０億円というぐあ

いに、今、チラシのほうで言っておられま

すね。その根拠を伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  ８０億円と申し上げました。その根拠は、

豊能町の１０月に載っているものです。こ

の中のページの中に、決算書の中にこうい

う形でありまして、その中に町の借金、町

債現在高ということで７９億8,０１６万円、

これをやれば８０億円。これは一般的に皆

さんにお知らせされているものであるので、

これからの根拠でございます。広報に載っ

てる、町が一般の市民に出したものでござ

います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  ならば総務部長に問いたいと思いますけ

れども、豊能町の実際の借金は幾らである

かお答え願いたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  今、町長が示されましたものは一般会計

と特別会計の起債残高でございます。それ

以外に水道事業会計の起債残高もございま

して、一般会計、特別会計、水道事業会計

を足しますと１００億円、水道事業会計を

除きますと、今、町長が申された８０億円

と、このようになります。ちなみに一般会

計は２９年度決算のときは６１億5,０００

万円でございました。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  なるほど表向きは８０億円、あるいは水

道会計入れると１２０億円、あるいは一般

会計では六十数億円、これは借金としてあ
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るけれども、地方に回るお金、交付税、こ

れに算入して、豊能町自体が別に別枠で返

していかん金じゃなしに、その返していか

なあかん金は交付税算入によって豊能町に

来るわけですわ。だから実際の借りた分を

返さないかんという実際のお金はもっと少

ないはずなんですわ。こういうことを、豊

能町の町報もちょっとおかしいと思うけど

も、候補者自体が８０億円借金あんねやと

いうぐあいに言われると、一般の住民はそ

ういう内容を知らんと８０億円もあんなや

なというぐあいに思い込んでしまうわけで

すわ。実際の、豊能町が実際返していかな

あかんと、交付税算入されないという金は

幾らですか、総務部長。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  私のほうで所管しております一般会計で

申し上げます。一般会計の平成２９年度決

算のときの町債残高は６１億5,０００万円

でございました。そのうち５２億5,０００

万円は普通交付税として措置されるという

ことでございますので、実質的に町が負担

する町債は約９億円ということになります。

それから、今、お示ししております平成３

１年度予算におけます３１年度末の決算見

込みを申し上げますと、町債残高は約５８

億1,０００万円に減る見込みでございまし

て、そのうち交付税の措置が約５０億円と

いうことでございますので、３１年度末の

町の実質的な負債は約８億円ということに

なります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  ということで実際の借金は、豊能町の一

般会計の分だけやけども、１０億円弱、こ

れが実際の借金なんですわ。こういうこと

をやっぱり頭に入れて町民の方に言っても

らわなければ、８０億円と、８０億円は特

別会計も含めてやけども、一般会計にして

みたら六十数億円、これが実際の借金は１

０億円未満なんですよね。そういうことを

やっぱり町長になるべきであろういう人は

そういうことを含めて町民の方に説明して

もらわんと、町の事務局の間違いであるの

か、内容をもっと精査せなわからんけども、

そういうことはやはり町長の責任として、

これは宣伝してもらわんといけないと思い

ますけども、町長、今の総務部長の答弁を

聞かれてどのように感じられたか、答弁を

お願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  自主財源とそれのものでカバーされない

地方公共団体に対して国がとったというか、

代償収納したものを地方に予算として与え

られてる、これが地方交付税ですから、そ

れは自主財源にプラスしてそのものが返っ

てきてるということになる。ただ、借金に

関してはどこの自治体も含めてこういう形

で外部に対して借金をすると、そのものに

合わせて数字というのは私はこれが正しい

と思いますので、どこの自治体も含めて現

在高、いわゆる地方交付税での償還、そう

いうところがなくて一般的に借金であると

いうのはこの方式が正しいと思いますので、

そういう形。もちろん住民の方も地方交付

税で補ってもらっているということは住民

にとっても十分よく理解されていると思い

ますので、あの中では答えずに全体の借金、

ここに書かれてある町の借金ということを

そのまま使ってるということでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 
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  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  私は大部分の住民は地方交付税で措置さ

れておるということは知らないと思いまっ

せ。行政に関心があって調べておる人はそ

れはわかっておられる人もおられるやろう。

大部分の町民は知りませんわ。そういうこ

とはね。起債を起こした場合に、例えば学

校を建てるといった場合に国の補助金幾ら

かと、借金は幾らかと、その借金のうちこ

れだけは交付税で措置しますよというのは

当然最初にあるわけですわ。そういうこと

をやっぱり知って借金をしていくというの

が、これは地方公共団体ですわな。それは

住民はそんなの知る必要もないし、ほとん

どの人が知らないわけですわ。だからこう

いうところに書いたものであればよっぽど

気をつけて書いていかんと、私はいけない

と思いますわ。それちょっと答弁よろしく

お願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  川上議員がおっしゃった知らないという

のは、多分皆さんは私は知ってると思うん

ですけれども、なぜかというと、ここの中

に指摘されてる自分たちの一般財源という

のも、自主財源と、歳入の部分とっても自

主財源と地方交付税とそのものを合わせて

豊能町として６１億円でやりますよという

ものがある。その中のものですから、いわ

ゆる地方交付税ありきでなかったら我々は

成り立たないわけですから、そのものにつ

いてこれを皆さん一般住民知らないと。議

会の報告会でも常に、前回のときは中川議

員がこの内容を十分御説明をされてたと記

憶しますし、住民の方は私は絶対に知って

るものだと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  これは町長の思いがあれば、思いである

と思いますので、それはまた今後、住民に

聞いてみて対処していきたいと思いますの

で。 

  次に、道の駅の件ですが、これは白紙撤

回すると言っておられますね。これはこの

表現のとおり受け取ってもよろしいんです

か。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  このとおりというのは、選挙公約並びに

所信表明でも申し上げましたとおり、道の

駅の今の構想は反対、反対している理由を

三つ挙げさせていただいてます。まず一つ

は採算性が悪い、望めないというところ。

これは皆さんも御存じのとおり。それから

もう一つは、今現在、公表されてる中でい

くと、国保診療所そして西公民館まで含め

たところに建設するということですから、

ごめんなさい中央公民館、そこですので、

場所的にさらにふたば保育園跡、ダイオキ

シンが保管されてる場所も含めての計画で

あるということ。それからもしそれをやる

ならばどこかに公共施設を移動しないとい

けないというものの内容も含んでいるのが

今回の道の駅ですので、そのものに関して

は白紙撤回、中止という形にさせていただ

いて、これから検討する。さらに申し上げ

ているとおり、農業振興とかいわゆる道の

駅の目標、豊能町としての目標の部分に関

してはほかの形で実現できるということも

あると思いますので、これから内容は検討

させていただくということで、今現在公表

されてるものは白紙撤回であるということ
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に変わりございません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  議長にちょっと言うておきますけどね。

答弁は短く簡潔にしてもらうようによろし

くお願いします。 

  白紙撤回とは、この意味ですね。今ある

計画を取り下げてなおかつ何もなかったこ

とにすると、こういうのが白紙撤回ですわ。

白紙にするということと白紙撤回すること

は全然意味が違うんですわ。今、町長がお

っしゃったことは白紙にするということで

すわ。しかし公約として書かれてるのは道

の駅の白紙撤回。ということは道の駅その

ものをなくしてしまうということが白紙撤

回のいう意味なんですわ。これは書いてあ

る字のごとくですわね。だから我々が受け

取ったときには白紙じゃなしに白紙撤回と

言われているので、道の駅そのものをなく

してしまうというぐあいに我々受け取った

んやけども、それいかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  道の駅というもの自身がベースになって

るものは、道の駅に認定されるということ

は国土交通省の認定を受けるものを道の駅

と呼んでます。したがって例えば直売所で

ある志野の里のようなものは道の駅とは呼

ばない。そうすると今回の内容に関して国

土交通省が認める道の駅、この考え方のベ

ースに対してはこれは白紙撤回ということ

は変わりありません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  私もそのように認識しております。道の

駅いうものは国交省の国道の隣接したとこ

ろで休憩場所、トイレと自動車の駐車場、

これが道の駅のそのものの始まりですわ。

そこに併設される地域のいろいろな物を売

る場所とか、そういうことを提供するのを

一緒にするということなんですわね、その

農産物の販売所は。しかし一般的には道の

駅と言われればその駐車場ありトイレあり、

それから農産物の販売所あり、そういうも

のを含めて道の駅ということをほとんどの

人が認識してますわ。だから道の駅の白紙

撤回いうことは、トイレも駐車場もそれか

ら販売所も全部なくしてしまうんやと、白

紙にして撤回するんやという意味にしかと

れないわけですわ。その辺のこともここに

書いてあるように、書いたもんに対しては

やっぱり責任をもってもらわんと、一々、

今、町長がおっしゃったことを理解してる

人なんかほとんどいてませんわ。そうやか

ら書いたもんには十二分に気をつけてもら

わんと、これから先、いろいろなことが起

こってくると思いまっせ。だから道の駅は

白紙なんですか、それとも白紙撤回なんで

すか。どっちなんですか。もう一遍お答え

ください。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  何度も申し上げているとおり、道の駅は

国土交通省の認定、そのものが道の駅。し

たがって、この道の駅の構造自身は私は白

紙撤回であります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  ということは国交省のやられる道の駅い

うのはもうされないわけですね。というこ

とですね。わかりました。 
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  次に、豊かな自然環境の保全とこのチラ

シに言っておられるところで、塩川町長は

東地区にも学校を残すと言って当選された

はずです。それから約１カ月たっておりま

すけれども、豊かな自然の保全と言ってお

られる意味からも、私は東地区に学校を残

すと言っておられるんですので、国道沿い

に黄色いのぼり立ってますわね。あれはも

う意味がないと思いますわ。東地区に学校

を残さないと、西地区に小中一貫校だけを

つくるのやという人が当選すれば、曲がり

なりにもあののぼりは意味があるかもわか

りません。しかし塩川町長が当選されたの

で、もう学校は残していくという公約やか

ら、あののぼり関係ありませんわな。豊か

な自然環境の保全という意味からもあのの

ぼりは当然取っ払っていただきたいと、町

長のほうからもおっしゃっていただきたい

と、このように思いますけどもいかがです

か。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  川上議員のおっしゃる、道路沿いも含め

てきれいな景観という意味であると、確か

に景観という部分ではあるかもわかりませ

んけれども、学校再編を訴えて私は当選さ

せていただきました。これが民意ですから

そのとおりにこれから進めていきますけれ

ども、まだ多分皆さんが御不安なんでしょ

うと。いわゆる残すという決定ができたと

したら多分とられるかもわかりませんけど、

まだ私も疑われてるんだと思います。本当

に実現までは多分、私からこれはとるべき

であるとかということではなくて、本当に

学校ができたときが完了するということだ

と思いますので、私からはちょっと、これ

が景観上汚いからとるべきであるかという

ことは、ちょっと言うべきではないという

ように思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  私から言うべきでなかったら、あなたは

東地区に学校を存続してくれという人たち

に対して、あなた信用されてないように私

には聞こえましたで。この場で東地区に絶

対学校を残すんやと断言してくださいな。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  きのうからも申し上げているとおり、私

の公約自身は東と西にそれぞれの小中一貫

をつくると、これが私の公約であります。

したがって私はそれについて邁進していき

ますけれども、そのものを残すまでの決定

に関しては皆様議会の御承認も、それから

その以前として総合教育会議をし、教育委

員会の中で十分検討された上で、そして皆

さんの議会の御承認をいただいた上で決定

すると。そのプロセスが終わった段階では

できたということになりますけど、今の段

階ではできたということではございません

ので、今の皆さんが御判断される内容で正

しいかと存じます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  町長、公約とは公に世間に対して約束す

るんですわね、公約は。それが公約という

もんですわ。議会の反対であろうが教育委

員会の反対であろうが、町長が、私はこれ

をするんやとおっしゃったら幾らでも方法

はありますわ。議会が反対したら議会解散

したらよろしいがな。方法は何ぼでもあり

まんねん。それだけの、あなた、自信がお
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まへんのか。もっと自信持ってやってもら

わんと余計に住民は不安がりまっせ。あな

たに投票した人、余計に不安がりまっせ。

やっぱり腹据えてかかってもらわな。どな

いでっか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  腹くくってかかるということを申し上げ

ております。法の精神に従った上で手順が

あるわけです。私が執行者としてやる場合

と、それから住民の目線でもって皆様が、

協議をしていただく議員、二元代表制のも

のを守っていくというのは当然でございま

すので、今、川上議員が御指摘されている

のは私の気持ち。私の気持ちということで

あるなら、そのまま私は全く曲げるつもり

もありません。でもちゃんとした法律の手

続、皆さんの同意を得てという形、さらに

住民も含めて同意を得るというのが正しい

やり方であると私は確信をしておりますの

で、その考え方でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  あのね町長、現実問題として、今の議会

の構成は町長の野党のほうが多いんです。

その野党の多い野党の議員を口説いても、

口説いて町長の考え方に同意していただく

と、これが町長としての責任と決断力です

わ。それがなかったら即刻町長やめてもう

ても結構でっせ。それだけの意思をもって

やってもらわんと豊能町はようなりまへん

で。現実は町長の野党のほうが多いねん。

それだけはやっぱり認識してもらわんとい

かん。もし町長が提案してよい施策、よい

政策という判断のもとで提案されて、それ

が議会で反対されたら即刻解散という手が

おまんがな。それぐらいの意思をもってや

ってもらわんと、ただ町長になりたいばっ

かりに立候補されたんと違いますやろ。も

う３月３日済んで、明くる日から町長です

わ。今までの４年済んだ町長は、選挙終わ

ってから２週間から２０日間、町長の着任

に間ありましたわ。ところが今回の選挙は

選挙終わった明くる日から町長。それだけ

のやっぱり認識をしといてもらわんと、い

やあそんなはずじゃなかったと、これはち

ょっとぐあい悪い。だから３月４日から町

長としてやってもらわなぐあい悪いんです

わ。その町長が、いや議会もあるし、教育

委員会の考え方もあるし、そういうことを

言ってもらえると住民も不安がるし、我々

はこれはしめた、チャンスやな思いまっせ。

どないいかがでっか。だからあののぼりも、

絶対に東地区の学校を残すと公約でされて

おるんやから、恐らくそれは町長の指導の

もとでとってくれと、これ言うのが当たり

前や思いますけどね、私は。どないでっか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  公約を実現するというのは一切変わりあ

りません。公約のものを実現するために議

員の皆様それから住民の皆様とも真摯に答

えていく、御理解をいただくと。これは当

たり前の務めですので、そのものを例えば

放棄をして、反対があるから議会解散であ

るとか、そういうような形に進むものでは

ないと私は理解しておりまして、皆さんの、

私の考え方を皆さんにしっかりと御説明さ

せていただき、その具体的な中身で違う部

分は検討すると、御理解をいただきながら

というのが私の姿勢、やり方でございます

ので御理解賜りたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 
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  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  議会と町長はあるときは両輪のごとく言

いますね。あるときは正反対の立場から議

論を交わして、議会側が正しいか町長のほ

うが正しいか、これは住民が判断すること

ですわな。その真剣勝負の上で豊能町、私

はよくなってくると思います。そういう真

剣勝負をしていかんと、今の豊能町はよく

ならんと思いまっせ。それだけはやっぱり

認識してもらわなあかんと私は思います。 

  それから次に、ダイオキシン問題につい

てお伺いしたいと思います。 

  町長は早期のダイオキシン問題の解決の

解決をするというぐあいにおっしゃってお

られます。これも書いたものに残っており

ますけれども、その方法とはどのような方

法ですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  ダイオキシンに関しましては平成９年か

ら皆さんが御努力されてこられました。前

池田町長も最後の決意をもって５自治会、

１０のところとずっと調整をされてこられ、

それが今中断をされてるというのが今の実

態です。私は公約にも上げさせていただい

たとおり、私の認識は、今残ってるものは、

高濃度のものは全て処理されてあるのは安

全なもの。これは住民説明も含めて皆さん

が御理解されてるところだと思います。そ

の処理方法については安全性の面とそれか

らコストの面と含めて遮断型の最終処分場

建設、これが一番正しいと私も認識をして

おりますのでその方法で進めてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  私が聞いてるのは処理の方法じゃなしに、

処理する場所、これをどのように、どこの

場所にどのようにして持っていかれるのか

具体的にお答えしていただきたいと思いま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今、池田町長が亡くなられて、地元の自

治会の方とのお話も中断をされてるという

ことをお聞きしておりますので、まずスタ

ートはそちらのほうと協議を再開をさせて

いただくという形でスタートさせていただ

きたいと思います。したがいましてまだ場

所は、池田町長が御推進された内容のとこ

ろとまず協議をスタートさせていただくと

いうことで、それが済んでからでないと結

論は出ないと思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  池田町長が最終的に場所を、候補地を選

んで、選んだところが中断しておるという

場所は確かにありますわね。そのほかの場

所、３カ所か４カ所はこれはもうあかんと、

うちでしてくれるなというぐあいに聞かれ

てる場所も４カ所か５カ所あるわけです。

もし、今中断しておる場所があかんとなる

と、あと残りは旧村では２カ所しかおまへ

んねん。ということは、もし今の場所があ

かん、旧村２カ所もあかん、私は可能性は

十分あると思います。あかんという可能性

はね。残るのは新興住宅地か、あるいはこ

れは豊能町のものだけじゃなしに能勢町も、

環境施設組合のものやからね。能勢町も含

めて考えられるわけですわ。ところが過去

からのいきさつ上、能勢町には当然話でき
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ませんわ。豊能町で処理せないかん。だか

ら処理する場所も限ってまんねん。そのこ

とを考えると一刻も早く処理の方法につい

て話ししてもらわんと、悠長なことを言っ

てたら町長の任期中に処理できませんで。

任期中に処理できんいうことは豊能町はご

み処理施設を２カ所持ってまんねんね。全

国の自治体探してもこんなとこめったにあ

りませんわ。一刻も早く豊能郡環境施設組

合は解散せないかん。それこそ無駄金のた

れ流しですわ。そのことを考えると一刻も

早く、もうここ１年、２年のうちに処理し

てもらわなあかんという決意をもってかか

ってもらわんとあかんのやけど、その決意

のほどはどないでっか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  川上議員のおっしゃるとおりです。その

決意をもって来週から実はもうスケジュー

ルとしてやっていく所存で、決意と言われ

ますと、やります。やっていく所存でござ

います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  施設組合にも職員はおりますわな。能勢

町からも来ておられるし、豊能町からも行

っておられますね。トップは豊能町長です。

能勢町の町長が豊能町へ来て豊能町の地域

へ行って話をすることはできるけども、こ

れは考えてみると不可能ですわな。という

ことは塩川町長が、どこでされるかわから

んけども、しようと思うところへ行って、

これはその住民に理解をしてもらわんとあ

かんわけですわ。ところが塩川町長は新興

住宅地の人やから、旧村の人なんかはそれ

誰やねんと、どんな人やねんということか

ら始まるわけですわね。ということは、き

ょうあしたからおっしゃったけども、きょ

うからでも、四六時中時間あんねんから、

やっぱり行っていただいて、やってもらわ

んと処理できませんで、これ。先ほど言う

た平成８年、９年からの、もう二十何年間

続いてる問題ですわ。町長自体がやっぱり

トップに立っていってもらわんと、内容の

わからん職員が何ぼ行ったって、言うてお

る意味わかりますか。何ぼ言ったって話に

なりまへんのや。町長も恐らく詳しい内容

までは御存じおまへんやろ。その地域の状

況までは御存じおまへんやろ。あらゆる手

だてを使って、やっぱりやってもらわない

かんと。その決意のほどをお聞かせ願いた

いと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  決意、先ほどから述べさせていただいて

ますけれども、やります。池田町長からも

し通常の状態で引き継がれてたら、今まで

のものをしっかりと引き継いでその内容に

沿っていきたいと思いますけど、今、池田

町長が前におやりになってるところの中で

いくと、５自治会１０カ所と協議をされた。

その中で自治会がこの問題で二分すること

のないように、多数決では、強行的な決め

方ではなく処分地を受け入れていただく雰

囲気に自治会がなるように、必要であると

いうことも、これは報告という形ですので、

これはやはり池田町長自身が非常に悩まれ

て、みずから動かれたところのお言葉だと

思いますので、その内容は十分、私も心得

たというよりも、そのお言葉どおりまずは

スタートかけるということでございますの

で、決意のほどはというと、やってまいり

ます。 
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  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  いつまでにされるつもりですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  まず池田町長の一番最初に言われた自治

会とは、来週まずミーティングを、まずス

タートさせていただきます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  もう時間がありませんので、いろいろ質

問する内容を通告しておりましたけれども、

この町長の所信表明あるいはチラシの内容、

それから選挙公報、これらによりますと、

ただ漠然とこういうぐあいにしたい、こう

する方向やというような漠然とした記載が

されておるけども、こういう形でこうした

いと、例えば３０％カットすると、これは

もう具体的な公約ですわな。そうやなしに、

例えば住民本位のまちづくりとか、子育て

世代を支援する施策とか、あるいは人口流

出しない具体的な改善策とか、豊かな自然

環境の保全とか、農家のノウハウを生かす

事業開発という漠然とした公約ですわ。こ

れは漠然として何の役にも立ちませんねん。

だからこれからは、今後、議会のあんねん

けども、きっちりした具体的な施策を述べ

ていただきたい。こういうように思います

のでどうぞよろしくお願いします。 

  以上で終わります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で川上勲議員の一般質問を終わりま

す。 

  ここで、ネット中継の処理のため、暫時

休憩いたします。 

（午前１０時２０分 休憩） 

（午前１０時２２分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、秋元美智子議員を指名いたします。 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ９番・秋元です。 

  議長の御指名をいただきましたので、一

般質問させていただきます。 

  私のほうからは町長の所信表明から大き

く４点質問させていただきます。 

  なお既に他の議員が質問し答弁されたも

のにつきましては割愛させていただきます

ので、簡単明瞭な答弁のほどよろしくお願

いいたします。 

  学校再配置について質問させていただき

ます。 

  教育委員会は２小２中を含めたかなり長

い時間をかけて検討してきた上で、豊能町

の将来の子どもたちのためには１小１中が

望ましいということで住民説明会を開いて

きました。前池田町長はその説明会の結果

を受け、さらに検討を重ね、昨年１２月に

学校再配置についてどうするかその決断を

出す予定をされておりましたけども、残念

ながら道半ばで御逝去されました。塩川町

長には塩川町長のお考えがあってのことか

と思いますが、今回、今ある施設を利用し

て東西それぞれに小中一貫校を実現される

と公約されました。これは昨日からの答弁

では西地区のほうでは吉川中学校、東地区

のほうではまだ、東能勢中学校にするか東

能勢小学校にするか、まだ決めてないって

いうふうな御答弁だったと思いますけども、

これでよろしいかどうかまず確認させてい

ただきます。 

○議長（永谷幸弘君） 
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  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  そのとおりでございます。まだ場所につ

いて東地区に残すのは東能勢小学校それか

ら中学校、これらを含めて詳細詰めないと

いけませんので、そのとおりでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  東地域はまだ決まってないとしても、い

ずれにしても既存の施設を利用してそこで

小中一貫校を利用するということですね。

その既存の施設に至った最大の理由なんで

すが、昨日のお話を聞いていると、新たに

建設するよりも改修したほうが一般的に経

費がかからないと答弁されてました。この

ほか何かお考えがあって既存の施設を利用

されようとしているのかお尋ねいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  まず私のベースとして文科省が、調べた

ものの中に、文科省が小中学校及び高校の

統廃合の現状と課題というものを発信され

てます。これは過去、新築の場合７７件、

改修の場合８５件、改修プラス増築４０件、

それらの平均をしたものが公表されており

ます。この中には、この例ですけれども三

つの小学校を一つにまとめたというところ

の工事の数字としてあらわれてるものがご

ざいます。それは発表では約、新築の場合

は２０億円、そして改修の場合は１億5,０

００万円、改修プラス増築で６億円という

資料が実はこういう形で出ておりまして、

その中の数字を見る限りにおいて新築では

なく改修のほうがはるかに安いということ

ですので、まずそれの判断。それからもう

一つは同じ資料の中に、予想されてなかっ

た部分としてスクールバスの車庫であると

かスクールバスの回転場、それから乗降場

所とか、思わぬかかった経費というところ

が書かれてあります。その中の一番のもの

としては、まず施設費とそれから通学に関

する経費が非常にかかったという事例があ

るということをベースにしたときに、それ

らを含めて財政措置をしっかりとするため

にはどうあるべきかを検討した結果、東の

ところ、今ある施設を利用し、通学のため

の経費、もちろん子どもの負担も含めてで

すけれどもそれらを検討した結果、小中そ

れぞれにつくるというのが一番ふさわしい

という判断をさせていただきました。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  これも昨日の教育次長の答弁なんですけ

ども、吉川中学校に小学校仕様の施設を組

み入れる場合は給食室ですとか給食のため

のエレベーターの設置、階段や水回りの高

さ、こういったものを小学生用、それから

プールも入りますけど、体育館も。かなり

改装、改修する必要があるように思われま

した。今、町長のほうは文科省からの数字

をもとに、それでもやはり改築、新築、こ

ういったほうが安いというのは現在の判断

をされてる御様子ですけれども、まず第一

にきのうの答弁を聞いてまして、そもそも

吉川中学校の場合ですけども、あそこのス

ペースの中に小学生用の体育館、それとプ

ールというのは入るのかなという疑問を単

純に持ちましたけど、これについてはもし

御検討されてるようでしたら御答弁お願い

します。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 
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○教育次長（南 正好君） 

  おはようございます。 

  吉川中学校の敷地に今の施設を利用して

小中一貫校をつくるということについての

検討ですけれども、それにつきましてはま

だ今現在半ばでございまして、ちゃんとし

た検討はできていないところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  そもそも吉川中学校のグラウンドそのも

のが狭くて、よくソフト、野球のボールが

飛び出すとかそういった問題が起きてると

こです。そういった中に新たな体育館、こ

この小学生の、それと小学生のプール、ほ

とんどちょっと難しいんじゃないかなと。

先般、今回の小中一貫校のことにつきまし

て、あれは大阪府の守口のほうを視察させ

ていただいたときは、それこそもう学校の

施設の中に体育館が三つ入ってました。プ

ールも学校の施設の中に入ってました。こ

ういう建築方法があるならば私自身はもう

吉川周辺で、新しい場合ですよ、建物、入

るなというふうな認識を持ったんですが、

既存の施設を生かしてとなったときに、こ

れは早い段階で入るか入らないか決断を出

さないと、いつまでたってもこの話も終わ

りませんし、まずこれはきちっと固めてい

ただきたい、近いうちに。それと昨日、管

野議員の質問にもありましたように、校舎

そのものが大変傷んでおります。町長これ

は御存じだったと思いますけども。単純な

改修、改装ではちょっと済まないなと。ま

さかテレビのビフォーアフターじゃないで

すけども、柱だけ残してあとは全部とっち

ゃいますというふうな改装方法になるかど

うかがちょっと疑問になりましたのでお尋

ねします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  過去に維持管理が全部されてるという状

態であれば十分できると思います。ただ、

今御指摘のとおり、一般論として公共施設

の再整備のところで３０年をもってほぼ大

体大改修をすると。そのときは水回りであ

りますとかそういうものも含めて基本的に

改修されると。というのは建設年度によっ

て基準も違いますから、新しい基準にのっ

とるような配水関係、そういうものは当然

のように３０年のときに改修されていなか

ったらいけなかったと思います。それが今

現在残されているということですので、そ

れらは当然のように改修の対象になると思

います。それからあとは耐震化構造をやら

れてますので、その耐震化構造の後、それ

でもひびが入って雨漏りがしてるというこ

とですから、追加としてそういう工事も含

めてやらねばならないと思いますが、まだ

建築職がしっかりとそのものをどういうふ

うな、改修の方針を含めて、それからさら

に補助事業として、改修の費用を国のほう

に対して答申といいますか、そのもののベ

ースになるものがまだ全くでき上がってお

りませんから、それをまずやるということ

が一番先決だというように私は理解してお

ります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  今の町長の御答弁を聞いてますと、私も

単純に新築より改修したほうが安いのかな

と、一般論として。文科省のほうもそうい

うようなデータが出てるようですし。ただ、

今現在、吉川中学校周辺での小中一貫校に

向けた基本計画が一時中断になってますね。

私はまず、これをきちっと出していただき
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たい。その上で町長のお考えのように、あ

そこの吉川中学校、そこを改修した場合、

どのくらい経費がかかるのか、やはりこれ

はきちっと両方出していただきたいと思い

ますが、そういうふうな資料をつくられた

上でこの話を進めていこうとされているの

かどうか確認させていただきます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  当然その資料ができ上がらない限りは議

論が進みませんから、今あるものを中断は、

池田町長が御逝去されたときの段階でスト

ップされてますから、それを再開するとい

うことは小中一貫のもの、というか吉川中

学だけにしかつくらない、その計画になり

ますから、軌道修正をしないといけません。

この軌道修正をした上で、今おっしゃるよ

うな内容のものは全て詰めて、詰め終わっ

た段階でまだたくさんのシミュレーション

があると思いますけど、それで皆さんの真

意をとっていくと。これは当たり前の姿で

すので、そういうステップで進めさせてい

ただきます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  私が、町長、今の答弁で私の聞き間違い、

認識違いかもしれませんけど、私が言って

るのは小中一貫校、吉川中学校周辺での小

中一貫校の計画から基づいて出てくる経費

等、町長がおっしゃっている２小２中、改

装を含めた経費。財政のことを随分心配さ

れてましたからね。それはきちっと資料を

つくって比べ合い、比較をする必要がある

んじゃないですかと。そのための資料を出

していただけますかという質問なんですが。

今の御答弁はそうしますよという答弁だっ

たんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  もう秋元議員がおっしゃるとおりでござ

います。両方のシミュレーションをしっか

りやって、それらを全部見据えた上で検討

しないと次に進めませんので当然のことで

ございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  この当初予算の中で、町長は小中一貫校

の説明会の中で、残念ながら財政措置の説

明がなかったと述べられておりますので、

きちっとそういうことに対しましては財政

措置のことも含めてしていただくというこ

とで認識させていただきます。もちろんプ

ールの建設費、体育館の建設費、そういっ

たものも入ってくると思いますのでよろし

くお願いいたします。 

  それと当然、今、先ほどちょっと触れら

れておりましたけど、新築した場合と改修

した場合、その補助金というのは違うし、

まだ調べてはいないというふうな御答弁だ

ったと思いますが、もしわかるようでした

ら御答弁お願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  学校を新築する場合、それから改修する

場合、おのおの負担金があったりとか補助

金・交付金等がございます。どの補助金・

負担金がその改修または新築に該当するか

どうかというのは文科省との協議をした上

で決定していくわけでございますけれども、

ただ、学校といいますのは、今ある建物の
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中に教室数等がございまして、その教室数

等が不足する場合には新しいものをつくる

ということで補助金等、負担金等、認めら

れるケースが多ございますけれども、今現

在あるもので活用できるということになり

ますと、それは保有面積ということになり

まして補助の対象にならないような制度に

なっております。その保有面積をいかに少

なくするかというようなところが、補助金

を幾らもらえるかというところにかかって

くるわけでございますけれども、例えば木

造の建物であれば全て取っ払って新しいも

のが建てられるとか、危険な建物であれば

できるというようなことは明確に書かれて

おりますけれども、それ以外に配置計画上

取り壊しが必要と認められるようなことが

認められない限りには、なかなか新しい負

担金・補助金全てがつかないような状況に

なっております。これらにつきましては全

て文科省協議ということになっております

ので、実際にその改築をしていく場合にあ

りましても、学校の統合ということで改築

したとしましても、今の吉川中学校の教室

数が新しい小中一貫校になった場合の教室

数として不足がないということになれば、

一切補助金等が出ないということになりま

すので、その場合には長寿命化対策とかそ

のような計画を立てることによって補助金

の対象にしていくというようなことが考え

られますので、そのようなことを検討して

いかなあきません。我々今まで教育委員会

といたしましては、学校を新しく建てかえ

るということで検討してまいりましたので、

その場合にその配置上どうしても取り壊し

が必要ですというような協議につきまして、

文科省とは今までしてきたところでござい

ますけれども、塩川町長になられまして既

存の建物をということでございますので、

そこのところの検討が、今、できていませ

んので、そこのところについて補助金とか

負担金のことについて今答えることはでき

ないところです。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  何か私が想像してたより非常に難しいお

話のような気がします。塩川町長、３月３

日なったばかりといういうのは失礼な言い

方ですけれども、小中一貫校に対してはい

ろいろなことも調べてこられたようですけ

ど、今の次長の答弁聞かれて、当然認識ご

ざいましたでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  当然認識をしております。大きく分けて

校舎を新たに新築する場合の補助金という、

負担金になりますけど、これ負担金という

ことで、公立学校施設整備費負担金という

のが２分の１ありますと。この２分の１に

関しては教室の不足を解消するための新増

築、それから統合に伴う新増築、構造が危

険な場合に、ごめんなさい。 

（発言する者あり） 

○町長（塩川恒敏君） 

  そういう。わかりました。認識十分ござ

います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ではこういったものを含めて今後資料が

出てくることを非常に、早く取り組まれた

ほうがいいと思いますし、お願いいたしま

す。 

  それと、東地域の小中一貫校について質

問させていただきます。 

  吉川中学校周辺での小中一貫計画は最短
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距離で５年先だったと思いますけれども、

このときに東地域に小中一貫校を置いた場

合ですよ。いやいや、ちゃうちゃう、そう

いうことは要らないですね。当然５年先の

その東地域の生徒児童の数など把握なり予

想されていたと思いますけれども、一体５

年先、東に小中一貫校をつくった場合、５

年後ですね。小学生・中学生はそれぞれ何

人で、各学年のクラスと各クラスの平均児

童生徒数、こういったものが予想であって

も出てるとしたら御答弁お願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  ちょっと資料が多過ぎてすぐに数字が出

なくて申しわけありませんが、平成３５年

に学校を全て置いていくとしますと、豊能

町には四つの小学校がございますが、光風

台小学校を除きましては全てが単学級にな

ります。中学におきましても吉川中学校以

外は単学級ということで、東地区にという

ことでございましたので東能勢小学校、東

能勢中学校とも全て単学級でございまして、

中学校におきましては２０人以上の人数が

確保できるクラスがございますけれども、

小学校におきましてはもう既に１０人台に

なるクラスがあるということでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  となりますと、もしかして計算違ったら

ごめんなさい。小中一貫校を実現した場合、

小中合わせて生徒児童数は約１２０名かな。

間違ってたらまた言ってください。でも、

いずれにしてもこうなりますとクラスがえ

ができない。クラス同士の切磋琢磨による

教育活動ができない。クラブ活動の種類は、

既に今でさえ限定されてますけど、ますま

すそうなり、運動会や文化祭、遠足、修学

旅行など集団行動や行事の教育効果が下が

ったり、教師の確保も非常に難しくなって

くることかと思います。教育現場において

はさまざまな問題を抱えることになります

けども、これ、こういった事態になるとい

うことは東地域の説明会の中で住民に十分

に伝わったと思われますか。その認識をお

尋ねします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  先ほどは失礼いたしました。もう一度言

います。３５年度には小学校１年生、東能

勢小学校では小学校１年生が１１名、２年

が１７名、３年が２３名、４年が１３名、

５年が２４名、６年が１９名、中学１年生

が２９名、中学２年生が２２名、中学３年

生が３６名の予定でございます。 

  昨年ですけれども、保幼小中一貫教育、

学校再配置ということで保護者の説明会及

び地域の住民の方々の説明会を開催してき

たところでございます。その中でやはり少

人数になることに対してのデメリット、メ

リットも当然ございますけれどもデメリッ

トにつきましても十分に御説明を差し上げ

たつもりでございますけれども、なかなか

そのデメリット・メリットというよりも、

まちづくりの観点から、それと学校が地域

からなくなって地域が廃れるというような

観点から反対意見が多かったものというふ

うに認識をしております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  それでは町長にお尋ねしますけど、東地

域に小中一貫校を置くことは民意と答弁さ

れてました。一体何をもって民意とされて
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いらっしゃるのかがもう一つ私自身に伝わ

ってこなかったので、その民意は何をもっ

て民意とされてるのかお尋ねします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  民意、まず１点目は地域の方々が学校を

守っていこうと、一緒に学校を育てていく

という決意、これのあらわれがまず一つ。

それから２番目としては、小中一貫校の中

のいわゆる小規模校のメリット、これも非

常に皆さんが御理解されてると。確かにデ

メリットも理解されてるんですけれども、

その上で地域の住民の方々がこれからを見

据えて地域が何をしていかないといけない

のかというのを非常に真剣に議論をされて

る、この姿を見て私はそれを民意のあらわ

れだということで、東地区に対して残すと

いう決断をさせていただきました。それか

らもう一つはまちづくりの観点では、いろ

いろな事例がありますけれども、学校があ

るから少子化を食いとめる、これはないと

は思いますけれども、食いとめる速度を、

いわゆる町の衰退を遅くするためのものの

最後の砦であるというように、たくさん経

験をされてる教授の方々のレポートがたく

さんございますので、それも参考にさせて

いただいたということでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  町長のお気持ちはわかるんです、もちろ

ん、今の。熱情も伝わってきます。ただ、

それを民意とするというところがわからな

いんです。私も気持ちは気持ちでわかりま

すよ。学校を残したい云々という。だけど

もですね。こうしましょうああしましょう

というのわかりますけど、その一方ではや

っぱりこのデメリットを考えたときに、こ

れは西のほうの学校のほうに子どもを行か

せたい、そうさせてあげたいという、そう

いう民意もあるわけですよ。こことのバラ

ンスをどういうふうにとられたんですかと

いう質問ですが。よろしくお願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  バランスは推測しかございませんので、

私が訴えてきたことは小中一貫を東と西に

設けると、残すということを言いました。

それで選挙結果として勝たせていただいた

ということは、それを支持いただいている

というもので、バランスまではわかりませ

んけれども、そういうものが民意であると

いうことで判断をしております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  小中一貫校の議論とそれと選挙というの

が不幸にも重なったんです。これは小中一

貫校を選挙で決めるというならばこれも民

意と私も受け取りますけれども、時期が重

なったということですので、選挙で私はな

いと思うんですね。選挙をもって民意とさ

れたらば、ちょっと私自身は、え、と首を

かしげますので、これを質問してるんです

けれども。ですから選挙以外に何か。いい

です。今、私の意見はそういうことですの

でお願いします。 

  逆にこういうふうに聞きます。東地域の

中では非常にわかった小中一貫、東から西

へ通わせることに、学校、これからの教育

を考えて賛成だと、そういうふうな意見を

言いたかったけど、あの熱気、反対反対の

中では言えなかったという声もあります。

ということは今後、町長は東に残しますと
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いう決断をされてるわけですが、こういう

ことに対する説明会はいつされるんでしょ

うか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  全体の説明というのは十分、先ほども申

しましたように財政面もそれからやり方も

含めて庁内で、教育委員会の皆さんとそれ

から町部局と総合的に判断をした上で、そ

のシミュレーションが固まった段階で説明

をさせていただきます。したがってそれが

何カ月かかるか、何年かかるかは今のとこ

ろお答えできませんので、明解な日程とい

うところはお示しすることができません。

申しわけありません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ではこれ、最終的に議会に予算が出てく

ることですけども、それ以前に東地域、西

地域合わせて、かつての吉川周辺での小中

一貫校の説明会のような説明会は開かれる

ということで理解いたしますし、そのとき

には当然、財政面の話ですとか計画ですと

かそういったものを用意されるという理解

でよろしいですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今回の一番の、私は、問題点というのは、

小中一貫でもう一本だけしかないという選

択肢を示したというところが非常に議論が

出てきたと思います。私は両方を示した段

階で何段階かで考えて御説明していかない

といけないと。いわゆる段階は必ず踏んで

いかないと御理解もいただけないでしょう

し、そして皆さんの意見を今度は反映する

ということもできないと思いますので、一

つの結論をつけてからではなくて、その以

前から何回かやっていかないといけないと

思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ちょっと理解できないですけど。町長は

東西に小中一貫校をつくるわけですよね。

決められてるわけですよね。これに向かっ

て進めていくわけですよね。それに対して

いろいろな資料をこれからつくられるわけ

ですよね。その説明会ですよ、私が聞いて

るのは。その選択肢というのは何の選択肢

をおっしゃってらっしゃるのか、ここのと

ころがよくわからなかったので、ちょっと

もう一遍、御答弁お願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  選択肢というのは、学校をつくる方法論

とか、それから予算配分であるとかもある

と思います。したがって私はそういう意味

で、ステップをやったときに対してという

ことで、秋元議員がおっしゃった内容でい

くと説明会を必ずしますか、そのことにつ

いては必ずしますという回答になります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  これにつきましてはまた機会があったら

質問させていただきますけれども、確認さ

せていただきますけどね。私自身、５年先

の実現を目指していた小中一貫校、吉川周

辺ですね。その計画が出たときでさえ、取

り組みの遅さを正直感じたんです。５年先

かという思いで。５年まで子ども待たなく
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ちゃいけないのかという思いがあったんで

す。今ここでまた方向転換というのか充実

というのか、表現はさまざまですけども、

ますますおくれていくわけですよね。この

説明会少なくとも、いつごろには開くとい

うふうなタイムスケジュール的なもので取

り組んでいかないと、町長任期中には当然

できない話になっちゃいます。これに関し

てはいかがお考えですか。いつごろから説

明会をきちっと開いていくか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今、いつごろからというのを明解にお答

えはできませんけれども、前町長が目標に

された平成３５年、この開校をまず一つは

目指さないといけないと。これはあるべき

姿。もし中身でずれるようであれば変更を

かけていかないといけませんけれども、今

の段階は前町長がお示しになった、これが

遅いということはあるかもわかりませんけ

ど、平成３５年を目指しますので、そこか

ら、その以前にステップを踏んで説明する

という形になります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  わかりました。この３５年を目指す、そ

れまでに本当に、今、町長自身の決意を示

すための資料もつくらなくてはいけません

ので、全力で進めてください。 

  道の駅について質問させていただきます。 

  白紙撤回の理由として採算性の問題です

とかそれから公共施設の潰す問題ですとか、

公共施設の再配置計画なり、三つ挙げてら

っしゃいましたけれども、採算性の問題は

ちょっと時間がないので別な機会にしまし

て、国保診療所、中央公民館など公共施設

を潰すということは書いてますが、ここに

は現在ダイオキシン廃棄物を保管している

旧ふたば保育園が書いてません。これは残

すというふうな理解でよろしいですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  済みません。ちょっと理解ができなかっ

たんですけど、除くというのはふたば保育

園を除くということですか。 

（発言する者あり） 

○町長（塩川恒敏君） 

  残す。今現在は道の駅としてホームペー

ジ以上で公表されているあのスペース、そ

のとおりのことを言っておりますので、ど

れを残すとかではなくてあの資料の中に書

かれてある敷地、そういう意味でしか答え

てないですけれどもよろしいでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  公共施設を潰すことを問題に上げてらっ

しゃいますので、あの中には国保診療所、

中央公民館、ふたば保育所という建物です

ね。使ってる使ってないは別にして、が入

ってるんですが、旧ふたば保育所も公共施

設を潰すことになるから反対してるのかな

というふうに理解したんですよ私は。だか

ら残されるんですかという質問なんです。

残そうと、今後何か利用しようと思ってる

んですかという質問です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  残す残さないは道の駅とはちょっと違う

考え方で、今あるものがダイオキシンが処

理されてふたば保育園のもの、これ耐震化
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補強もされてますから有効活用ができるん

だったら公共施設整備の委員会の中で公共

施設全体として検討するということになり

ます。ですから今現在残すんですかという

回答でいくと、未定ですということになり

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  公共施設の再配置計画がないということ

も問題にされてましたけども、これは町長

のもとでこれからつくるわけですね。今の

お話ですと。そういうことでよろしいです

か。ないということじゃなくて、ないこと

を問題にしないで、あえて問題に上げる必

要もなかったんじゃないかなというふうな

気がしますので。まあいいです。いいです

これは。 

  中央公民館が建設されたのは、中央公民

館ですよ。今度は中央公民館。昭和５０年

だったと思います。国保診療所はそうだっ

たと思うんですけど、中央公民館というの

は、御存じかと思いますが弾力運用避難所

になっています。一昨年だったか、避難さ

れた年配の方を２階の畳のお部屋に連れて

いこうと思いましたらエレベーターがない

と。それと足腰が弱っていて階段も上がれ

なかったと。といって１階の床に寝かせる

こともできませんので、最終的にどうした

かというと、会議室のテーブルの上に寝て

いただいたということがありました。防災

無線、たんぽぽメールで避難を呼びかける

ことも大切ですけれども、避難先として中

央公民館の現状を考えたときに、私は公共

施設を潰すことを問題にするよりも、こう

した中央公民館の現状を捉えて国保診療所

と合わせて道の駅の建物の中に組み入れる

道も検討すべきではないかなと思うんです

ね。町長の中でそういうお考えは全くない、

つまり採算性がとれないから道の駅そのも

のは白紙というふうなさっきの御答弁でし

たので、このあたりについてはどのような

判断されたかお尋ねします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  論点が全然違いますので、道の駅に関し

ては場所的に反対。今、議員がおっしゃっ

てるのは公共施設の再配備計画というもの

で、老朽化をするというかインフラの長寿

命化を図っていかないといけないのは、こ

れは公共施設の再配備計画という形で全体、

道路も含めたインフラ計画というものが必

要になります。２８年のときに豊能町も公

共施設の整備計画というのが出ている。そ

の中では３０年、そして６０年において大

改修か建てかえかという、そういうことの

必要性も訴えられている。そして池田町長

のもとで再配備計画の条例だったかな、計

画を今年度、本来今年度から来年度にかけ

て実施するという計画になってたというこ

とですので、そのものに関してはもちろん

私も引き継いだ上でしっかりと議論してい

かないといけないという、今、認識でござ

います。もし間違えたところお願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  議論がずれていると言われたら私もこれ

以上聞くのもちょっと何だなと思ってます。

ただ、国道４２３号線では、御存じかと思

いますけど、亀岡の法貴峠バイパスが進ん

でますよね。開通すれば豊能町の東地域に

走っている４２３、ここは今より行き交う

車がふえます。それを見込んでの道の駅構

想ではないかなと私は勝手に解釈してまし

たので、既存の公共施設を生かしたい、潰
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したくない。それも結構なんですけども、

建物の安全性って変ですね。町の活性化と

いう観点から道の駅を考えたときに、やは

り、今ここで白紙撤回、あの場所であれを

潰したくない、これも潰したくない。だけ

ども新しくつくる道の駅の中に組み込んで

行けば、町長反対してますけど、組み込ん

でいけば新たな町の活性化になると思うん

ですけれども、そういうお考えはこの先も

生まれてきそうもないですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  考え方がないんではなくて、道の駅のあ

の場所で今の計画は白紙撤回。でも観光産

業としては絶対必要、東地区の活性化につ

いても必要。観光を呼び込むということで、

農×観光の計画、これもすばらしい計画だ

と思っておりますので、それらを含めて推

進する。そこの中の結論としてどこにそう

いう観光拠点が必要なのか、これはこれか

ら議論をしていかないといけないという意

味でございまして、やらないんではなくて、

やるためにどうしていくのかをこれから議

論を深く進めていくという決意でございま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  町長これからもっと違った形で探してい

きたい。私それはそれで、いいというより

不安なんですね。といいますのは、私ある

方に頼まれまして、この地域で土地を探し

てほしいと言われたんです。そのときにそ

の事業的な内容的なものから、まずその広

さを探すことに非常に苦労しました。それ

ともし見つかったとしても非常にいろいろ

な法的なものがかかってました。私たちみ

たいな新興住宅地に住んでる人間にしてみ

たら、いっぱい広い土地が畑があって生か

せるじゃないかと思いますけれども、実は

いろいろなところに、そこに法がかかって

るわけです。そういうことを考えたときに、

やはりそういうことも含めて、本当に今町

長がおっしゃっていることが可能なのかど

うか、早急にやはり検討していっていただ

きたいと思いますのでお願いしますし、や

はり法貴峠のバイパス開通ですね。これは

豊能町にとって大きな流れが変わるときだ

と思いますし、やはりこのチャンスを生か

すべきだと思います。頷いてらっしゃいま

すけど、当然そういうふうなことをしてい

ただけると思いますが、おくれればおくれ

るほどほかがいきますからね。亀岡あたり

も頑張るでしょう。道の駅つくったりなん

かして。ですから町長、新しい流れをつく

るということをおっしゃってますので、や

はり大変かと思いますけど早急に取り組ん

でいただきたいと思いますのでよろしくお

願いいたします。 

  次に入ります。 

  保育園・幼稚園の民営化についてですけ

ど、これ民営化によって一体どのぐらいの

経費が削減されるとお考えですか。もし試

算されてるようでしたら御答弁お願いしま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  試算は、過去から議会報告会も見させて

いただいているときに、今までも答弁あり

ましたように保育所、それをつくると全体

で３億5,０００万円、それに対して民間で

やったときに対しては下がる、補助金が入

ってきますから下がるというものはもう皆

さん十分御承知だと思いますので、それを
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もとに私も計算をさせていただいている。

ですから民間活用で補助金を含めて出てく

るというところのベースは皆さんと同じで

ございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ということは、町長がおっしゃってるの

は、これから西地区につくる認定こども園

を民営化して財政削減を図ろうということ

をおっしゃってるんですか。それとも東地

域にある、今、認定こども園ありますね、

を、学校再配置に合わせてどこかへ移転す

ることで民営化するこの二つが重なってる

んですか。ここがちょっと理解できないで

すね。どこでどこの施設を民営化しておっ

しゃってるのかがちょっとわからないんで

す。お願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  所信表明の中にも表現させていただきま

したけれども、今、池田町長がおやりにな

ったふたば保育園、これは今も変えるつも

りがないというのが今までのもので、それ

は皆さんの総意だと思います。西地区に対

してつくるというところに関して、小中一

貫の中の保幼というのがありますけれども、

この保幼をつくる段階において吉川中学で

は面積が足りないという議論もありました

ので、そのものを活用するためには当然財

政面も含めて民間活用があると。民間活用

があるならその場所も含めて実際に提案を

してみないといけませんけれども、私の頭

の中ではそこで統廃合される便利なところ

ということで光風台小学校の空き地を利用

した、空き地というか施設を利用して、パ

ークアンドライド型の保幼小中一貫校をつ

くりますというのを所信表明の中に入れさ

せていただいてますので、場所的にもも明

解だと思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  今ここで明解になっただけで、所信表明

ではそこまで確か書かれてなかったように

思いましたので。学校再配置に合わせてふ

たば保育所もどこかへ移されて、パークア

ンドライド型の。西地区は西地区で建設費

を民営化しておけば安く上がりますので、

そういうことかと思いましたが、わかりま

した。ふたば保育所を民営化した場合、こ

こでは何か財政が軽減されるというふうな

ところはそんなに重視してないという理解

でよろしいですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  重視していないではなくて、それは検討

対象に入っておりませんでした。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ちょっと頭の整理がつかないんですね、

私。保育園、そういうところの民営化です

から、これ東は東西それぞれ両方合わせて

平等に見なくちゃいけませんわね。今おっ

しゃったように、これから西につくろうと

思ったときに民営化の補助金使ってという

のはわかりました。その後を聞いてるんで

す。民営化によって、これは町が運営する

よりも財政が軽減されるという認識ですか。

もしそうでしたらどのぐらい浮くかの試算

はできてますかという質問ですのでお願い

します。 

○議長（永谷幸弘君） 



 3－26 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  当然、民営化をした場合に経費、町のほ

うの負担額が減るというのはもう明解な内

容です。あと、ふたば保育園までそれをす

るというところはまだ検討しておりません

ので、まず民間のものを導入して西地区に

つくる、これが第一歩。そのものの成果を

次にスタートするんであればそれは次のス

テップとしてしないといけませんので、当

然、全体としては民営化の流れは間違いな

くくるというふうに思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  確認しますが、ふたば保育所の民営化は

考えていない、今は考えていないというこ

とでいいんですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  はい。そのとおりでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ここに、私はよく、教育というのはなか

なか目に、目としてはなかなか難しいもの

がありますので、ここに平成２０年ですね。

２０年の１０月、今から１１年前なんです

けども、これからの豊能町の保育所・幼稚

園の保育教育施策のあり方について、当時

の町長と教育長から諮問を受けたあり方検

討委員会の提言書があります。これ、町長、

読まれたことありますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  当然、読ませていただきました。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  じゃあ、もう読まれているならここに書

いてあることもわかると思います。ここで

あり方検討委員会は民営化も検討したと。

だけども民営化すれば住民と、私立と公立

の選択ができなくなる。また、私立は経営

を考えなくてはならないため採算が合わな

ければ閉鎖も考えられること、三つ目に就

学前保育児童の継続的・安定的提供と質の

維持を考えた場合、今後も公立施設として

存続することが望ましいと結論づけられて

いますね、ここで。さらにこのまとめも読

まれたかと思いますけど、財政状況が厳し

いというだけで保育教育施策を検討するの

ではなく、子どもの視点に立って考えるこ

とを主眼に置いたとも報告されています。

このあり方検討委員会の当時の考え方につ

いて、今、町長どう思われますか。この１

０年ですけども。１０年後の今。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  １０年前のあり方検討をどう思われます

かというと、それは真摯に受けとめると。

今、教育の中で私の立場としては保育園に

関しては私の部分の責任、いわゆる市町村

が保育の責任を負うというのは法律にも定

められているところです。幼稚園を含める

とこれは教育委員会のものになりますので、

今、秋元議員がおっしゃられてるとおり、

保幼の連携は世の中として一番必要である

ということ。それをやるためには町とそし

て教育委員会とがしっかりと議論するとい

うことですので、まだ、このものについて
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議論をスタートしてるわけでもございませ

んので、お考えとしては私の意見ではなく

て、一緒になって教育委員会と協議を進め

るという形で臨んでまいりたいというふう

に思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  町長これから教育委員会とお話進めてい

く。いろいろな形で煮詰めていく。私はそ

の姿勢は評価いたしますし、またこのあり

方検討委員会というのは学識経験者、保護

者、地域、それから保育園、幼稚園、各部

署の代表ら１０名で当時構成されてました。

やはりそういった広い意見を集めていただ

きたいし、今、私、正直言って民営化とい

うことを進めようとすることは、このあり

方検討委員会の根本ですね。これを根本か

ら覆すものであり、このあり方検討委員会

の提言に基づいて豊能町教育委員会が積み

重ねてきた１０年ですね。１０年の就学前

児童の教育をやはり中断させることにもな

りかねませんし、無に帰すこともなりませ

んので、ぜひこれに関しましては単なる財

政面だけではなくて豊能町の子どもの視点

に立って進めていっていただきたいと思い

ます。 

  以上で終わります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で、秋元美智子議員の一般質問を終

わります。 

  この際暫時休憩いたします。 

  再開は１１時２０分といたします。 

（午前１１時１１分 休憩） 

（午前１１時２０分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、中川敦司議員を指名いたします。 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  議長から御指名をいただきました、中川

でございます。 

  まず初めに、池田前町長におかれまして

は病気と闘いながらも最後の最後までこの

豊能町のことを心配されていたと伺ってお

ります。道半ばで御逝去された池田前町長

に対しまして敬意を表しますとともに、心

から御冥福をお祈り申し上げるものでござ

います。 

  また、その後の選挙で新たに町長となら

れた塩川町長、おめでとうございます。塩

川町長の得票率は４９％でございました。

残念ながら２位の候補者は４４％の得票率

で、わずか５％の差でございました。５％

の差であっても勝利は勝利。しかし投票者

の５１％は塩川町長以外の候補に投票した

ことも、これも事実でございます。どうか

このような方がいらっしゃることもしっか

りと心にとどめながら、今後の町政運営を

お願いしたいと思います。 

  さて、この３月会議の一般質問では、主

に財政状況や防災関連の項目などについて

の質問を取り上げております。どうかよろ

しくお願いを申し上げます。 

  ではまず初めに通告書の１番、自治会活

動の政治的中立についてを御質問させてい

ただきたいと思います。 

  各自治会では体操などいろいろな催し物

ですね、そういったものを通して多くの住

民の皆様が集えるようなことを活動として

行われております。 

  まず初めにお伺いいたします。この自治

会の活動としては政治的に中立であるべき

と私は思うんですけども、そのあたりどの

ようにお考えでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 
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○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  任意団体である地域住民の自治組織でご

ざいます自治会の活動については、個々具

体的に町がその当否、よしあしを判断する

ということは差し控えたいと思いますが、

一般的には自治会は先ほど申し上げました

地域の住民により自主的に組織運営される

団体という性格上、政治的に中立であるこ

とが基本であると認識をしてございます。

ただ、自治会が地域の維持・形成に役立て

る目的の範囲内において、例えば特定の政

治家を支援するということは、そこまでは

禁止されているものではないと理解をして

ございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  この自治会の政治的な中立性についてで

ありますが、実は町長、昔、自治会の会長

もされてたと思いますけども、そういった

ことも踏まえて町長はどう思われますでし

ょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  自治会、私は新光風台自治会のほうに入

りました。居住をしたときから自治会がで

きましたので、その自治会の中にはやはり

会則の規定があるということがありまして、

宗教団体と政治団体が会館を使用するとか、

そういうものについては活用しないという

ようなところまでは会則の中に入っており

ました。私も会長をしているときっていう

のは、いろいろな皆さんのお考え方があり

ますから、政治的または宗教的、このもの

に関しては中立であるということで、その

もとに活動をしてまいりました。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  実は町長選挙ですね。このたびの町長選

挙を迎えるに当たりまして、ある自治会で

は特定の候補者の支援を呼びかけるビラが

発行されております。特定の候補者を支援

すると同時にそれ以外の候補者を非難する

というか、そのような内容のものがビラと

して、ある自治会では配られておりました。

このような特定の候補者を一方的に支援す

ることを呼びかけるビラを自治会として発

行するというのは、これは今度は公職選挙

法というか、この選挙法上は問題はなかっ

たのでございましょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  御質問の趣旨は、結局のところは選挙運

動なのか政治活動なのかというような、そ

のようなことに及ぶというふうに思います。

町長選挙の場合は選挙期間中におきまして

は選挙管理委員会に届け出ました２種類以

内の、しかも5,０００枚以内のビラ以外は

配布できないということになっております。

選挙期間外でございましたら選挙運動を禁

止はされておりますけども、直接の投票依

頼にわたらないような純粋な政治活動、こ

れは選挙運動に含まれないというふうにさ

れております。選挙運動かどうかこの認定

は行為の名目だけで形式的に判断されるべ

きではございませんでして、その行為のな

される時期、場所、方法、対象等につきま

して総合的に実態を把握しまして、それが

特定候補者の投票獲得に必要かつ有利な行

為かどうか、これを判断する必要があると

いうことでございます。 

  今、議員がおっしゃったようなビラが選
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挙期間外、要するに選挙の告示前に配布さ

れたことは選挙管理委員会でも把握をして

おりまして、実は豊能警察署とともに対応

を協議をいたしました。ところが、今申し

上げたとおり、政治活動と選挙運動の線引

き、これは大変厳しい、難しいというよう

なところがございまして、最終的に警察の

御判断も選挙運動と断定することは難しい

という結論に至ったというようなことで、

公職選挙法には触れない、グレーゾーンと

いうようなところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  グレーという、そういう判断だったとい

うふうなことなんですけれども、じゃあそ

のビラについて、グレーでしたよというよ

うなことは何らかの対処としてその自治会

のほうには何か連絡とかはされたものでし

ょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  当該の自治会に対しましては、このよう

な誤解を招くような行為・行動は慎んでい

ただくほうがよろしいという助言を選挙管

理委員会から申し上げました。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  今度、塩川町長にお伺いしたいんですけ

ども、今ちょっと私と議論させていただい

ておりますこのビラの問題、ある自治会で

配布されたビラというのは、町長は見られ

ましたか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  残念ながら私は見ておりません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  本当に御存じはないでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  選挙期間中でございまして、私も必死で

したので、そういういろいろなももの、見

るということに終始する時間がなかったと

いうのが本当でございます。見ておりませ

ん。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  町長は、今おっしゃったのは、選挙期間

中であったので忙しくて見れませんでした、

見てませんでしたということでしたけども、

このビラは法定ビラではございません。証

紙を張って出すビラではございません。選

挙期間までに出されている、すなわち告示

前に出されている、２月に発行されている

ビラでございます。それも御存じはないん

ですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  はい。そのとおりでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  議長、いいですか。知らないとおっしゃ

っているので、今、お見せしてもよろしい

でしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 
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  それを見せて、町長からの見解を何かい

ただくんですか。 

○３番（中川敦司君） 

  うん。と思うんですけど。 

○議長（永谷幸弘君） 

  暫時休憩いたします。 

（午前１１時２９分 休憩） 

（午前１１時３０分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  渡してください。 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  今、手元に用意はさせていただいており

ます。これを町長にお渡しさせていただき

ます。念のため地域の言葉、そういったも

のは全部黒塗りいうか、修正は塗りにして

おりますので。 

  一度ちょっと内容を見ていただきたいと

思います。このような内容のものがある自

治会で配られてたという事実でございます。 

  このような内容を見られて、町長どう思

われますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  町長どうですか。町長いいですか。答弁。 

○町長（塩川恒敏君） 

  コメントすべき内容ではございませんの

で、見させていただきました。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  非常に私も、いいのかなという、そうい

うふうな気持ちでいっぱいでありますし、

こんなので本当に、選挙のためにまかれて

いるビラやとは思いますけども、余りにも

ちょっと、いいのかなというふうな気がい

たしましたのでお伝えをしたいと思います。 

  実は私もいろいろと、今回の自治会とし

ての政治的な中立性ということについてい

ろいろ調べたわけでございますけども、実

は大阪府の枚方市でも私が思ってることと

同じような質問がなされているという事実

は、私、調べてございます。これはＱ＆Ａ

方式で、実はホームページで調べられるも

のでございます。これに何て書いてあるか

といいますと、質問として、「自治会とし

て、特定の政治家を支援することは問題な

いのでしょうか。」という、そういう問い

かけです。それに対して答えは、これ多分

先ほどの上浦部長と同じような回答だと思

いますけども、「特定の政治家を支援する

ことは禁止されるものではありません。し

かし、自治会等は、地域住民の理解と協力

によって自主的に運営される団体という性

格上、政治的に中立であることが基本であ

ると考えます。」と、このように書かれて

ありました。これは先ほど部長のおっしゃ

った内容と同じと考えておってもいいです

よね。部長お願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  はい。そのように御理解いただいて結構

でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  ということは、豊能町であろうと枚方市

であろうとどこの市町村であってもこの考

え方は同じであるというふうに私は解釈い

たします。 

  その上でもう一点、私はつけ加えたいこ

とがございます。地方自治法でございます。

地方自治法第２６０条、ここには、地域で

形成される団体について、地縁団体という

ふうなものについての決まりごと、そうい

ったものをまとめているのがこの２６０条
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の２でございます。実はこの２６０条の２

の中には、実はこの地縁の団体は特定の政

党のために利用してはならないと、そのよ

うな文言が書かれてございました。今回の

この該当の自治会というのがこの地縁の団

体に当たるかどうかは別にいたしまして、

やはり私も思いますけど個人的には自治会

は政治的に中立であるほうがよいのではな

いだろうかという、私の思いを述べさせて

いただき、別な質問に移りたいと思います。 

  じゃあ次の質問に移ります。 

  次は２項目め、小中一貫校についての質

問に移らせていただきます。 

  昨年の教育大綱に基づき今後の児童生徒

の減少を考慮し、豊能町で一本の小中一貫

校を目指すことになっておりました。しか

しこのたびの選挙で当選された塩川町長は、

東西それぞれに小中一貫校を実現と公約に

しておられます。この公約におかれまして

は東西それぞれですので、まず小学校が三

つ、中学校が一つ存在する西地域、そして

小学校と中学校がそれぞれ一つしかない東

の地域、当然この東の地域、小学校一つ、

中学校一つのこの地域、東地域は児童生徒

数が少ないわけでございますけども、この

小中一貫校は、この東の地域における小中

一貫校はクラスの児童数、そして生徒数が

どれぐらいの規模になると想定をされてお

るんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  先ほども答弁を申し上げましたように、

例えば平成３５年に一つになったといたし

ますと、東地区におきましては１学年が１

０人台になる学年が存在する学校になると

いう予定でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  １０人台になるということでございます

けども、その１０人台、クラスの生徒数、

児童数１０人台であっても当然ながら町長

はこの東地域の小中一貫存続を続けていく、

やっていくというその考え方で変わりはな

いということでよろしいんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今、教育委員会のほうから、住民に対し

ても将来にわたる人口増というか生徒数は

お示しをされてます。それも十分認識をし

た上で、私は今現在の判断をさせていただ

いております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  昨日の一般質問とダブるかもしれません

けれども、人口減少、子どもの数も減って

いくというのは今後避けられない状況であ

るというのは、もうみんなが認識している

ところだと思います。今１０人という、１

０人台というその状況ではございますけど

も、今後を考えるとさらに減っていくだろ

うというのは当然予測されます。歯どめも

当然必要だと思いますけども、その場合、

じゃあ町長としては何人、きのうは何かゼ

ロ人になった場合にはもうそれはできない、

やめるみたいなことをおっしゃってました

けども、じゃあクラスの人数が、そのよう

な話をされてましたけども、その、今１０

人という、今、平成３５年ですけどね、そ

のような話がありましたけども、それがじ

ゃあ何人までそうしたら許容できる範囲と、

いわゆる東地域の小中一貫校、クラスの数

ですね、人数ですね、何人というのを何か
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限度として考えておられるとか、そんなの

はございますでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  一般論として、中川議員が通告されてる

部分の中に、子どもがゼロ人になるまで残

すつもりかという御質問ですので、用意を

してたのは、ゼロ人、それはもう学校その

ものがなくなりますからあり得ない。じゃ

あ幾らですかという部分に関しては、これ

は私が判断する内容ではなくて、教育委員

会で、教育委員会がどういう形のプログラ

ムにやっていくか、これは小中一貫だけで

はなくて今の学校存続についても必要なも

のですので、私個人として何人になったら

それは不可能であるとかという判断はつき

かねるというか、答弁させていただくレベ

ルではありませんので、そういう回答をさ

せていただきます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  今、人数はどのレベルになったらどうの

こうのという話は、それは町長でどうのこ

うのじゃなくて、それは教育委員会で判断

されるものであるというふうなことでござ

いましたけども、じゃあ教育委員会がそし

たら１０人のレベルやったらもうこれは町

で統合するなどそういうことも考えていか

なあかんよというふうなことを示されるな

らば、そのときは町長、はいわかりました

ということになるんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  教育委員会の答申、２８年のときにいろ

いろな方策を考えるという答申があって、

そこから２９年の９月から３０年の１月ま

で集中的に６カ月間、御協議をされた。そ

こでの結論というのは尊重をもちろんさせ

ていただきます。その中で３５年というこ

とを目標にされてきてるというのも今回の

方針の部分であるというのは事実でござい

ます。じゃあそれではその中で御質問とい

うか、皆さんが御納得されなかったのは、

デメリット・メリットはあるけれども、小

規模校のメリットをおっしゃる方々もおら

れたということでございますので、今回、

東と西と両方に設けたときに何を改善して

いかないといけないのかというところの議

論が十分まだ私としてはできていないと思

いますので、その部分をしっかりと議論を

いただくという形で、部局側としても東に

残す方法を考えるということで、それを突

き合わせながら残す方向で考えるというよ

うに、今、指示しているところでございま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  当然それはもう検討をしっかりとしない

けないことだと思います。今までと考え方

が全然違う方向にいこうと、違う考え方い

うか、方向性が変わっているんだから、当

然そういったことはしっかりと検討する必

要は当然だと私は思います。その上でちょ

っと考えないかんのは、今回の、池田町長

亡くなられましたけども、その町長の考え

では町で一本化するという、そういう方針

で進んでまいりました。だからその方針に

反対だということで多くの方が反対署名と

かされたという現実がございました。じゃ

あ今回、塩川町長は東西にそれぞれつくり

ますというふうな公約を発しておられます

けども、じゃあその公約に対して反対やと。
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やっぱり子どもの数が減ってるからやっぱ

り一体化したほうが、一本化したほうがい

いんちゃうかという、そういうふうな逆の

反対意見といいますか、塩川町長に対する

反対意見といいますか、考え方の。そうい

ったものが当然今後出てくる可能性はある

んですけれども、その場合はしっかりとそ

のような方の意見は聞く、聞かれることに

なるんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  当然聞いていかないと思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  その住民の方、やっぱり一本化したほう

がいいよというような意見があれば当然そ

の方の話も聞いていかなければならないと。

その話を聞かれた上で、やっぱりそれやっ

たら町で一本化にしようかみたいなことに

も当然なる可能性もあるんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  選択肢はたくさんあると思いますので、

今、中川議員のほうから一本化ということ

ですけど、一本化も二本化もあると思いま

すので、それらを真摯に受けとめて検討す

る、これは当然のことだと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  今の町長の御答弁、もう一度確認、私、

させてもらいますけども、町長は今、公約

として、東西にそれぞれ小中一貫をつくり

ますというのが公約だと。しかし、それに

反対の意見があり、それの話を聞いていく

上においては場合によっては一体化もあり

得るという、そういうふうなお話やったと

私はそのように聞いたんです。それでよろ

しいんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  話を聞きますかということですから、聞

きます。今、私は東と西とに進めると、こ

のものに変わりありませんので、皆さんか

ら御意見があったとするとそこの意見をど

う解決するかというのはもちろん検討させ

ていただくということで、話を聞く、そし

て今現在私の描いている姿を実現をするよ

うに進めてまいります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  じゃあ町長おっしゃるように住民の反対

意見とかあったとしてもしっかりと話をし

て、理解を例えばしていただけたとして、

町長のおっしゃるように東西に小中一貫で

きたとしましょう。めでたく。その場合に

東地区はさっきも言いましたとおり１クラ

スずつの子どもの数、当然少ない。クラス

がえできないというのはもう当初からわか

っている話であります。そのような状況の

中にあって東地域の住民の方、子どもさん

をお持ちの方が、いややっぱり私は西地域

のクラスがえできる学校のほうがいいわと、

そういう意見が出てくる可能性もあります。

そんな場合、町長、どんなふうにされるん

でしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 
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  これは教育委員会のほうで決定をしない

といけませんけれども、いわゆる校区制と

いうものがあります。それをやるのかやら

ないのか、または特認校のように自由選択

をするのか、いろいろな考え方があります

ので、それはこれからの議論になると思い

ます。今は私の理解は地域の方がそこでの、

地域で子どもたちを支えるというお考えで

すので私は今その段階を１００％として今、

聞いている段階でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  いずれにしましてもしっかりと住民の方

の意見も聞きながら進めていく必要がある

と思いますのでお願いしたいと思います。 

  あと関連事項になりますが、先ほど新設

する場合とそれから改修する場合、そうい

ったお話があって金額的な話ありましたで

すけども、補助については新規の場合は半

分みたいな話がありましたけども、改修の

場合はクエスチョン、まだちょっとわから

ないみたいな、そういうお話だったかと思

いますが、いずれにしましても新設よりも

改修のほうが安く上がるという、これは間

違いないんですか。補助とかそんなんも考

えた上で。そのあたりどうなんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  詳しくは南さんのほうに御答弁いただき

たいと思いますけど、今、文科省が出して

いる補助金、交付金、負担金というのがあ

りますけど、先ほどちょっと言いましたけ

れども、大きく分けて二通りがあります。

公共施設の統廃合によって教室が足りなく

なった場合のものとして負担金、国保がい

わゆる負担をするものとしてそれは２分の

１です。校舎とそれから屋内施設という部

分に関しては２分の１の補助がある。ただ

しそこには必要面積というもの等が含めて

要件があります。それに見合わなかったら

そのものに関して補助率が変わってくる、

補助率というか対象が変わってきますので、

今、我々が頭に、皆さんも描いてると思い

ますけど、５０億円あってそのものが例え

ば１０億円であろうが１００億円であろう

が、そのものの２分の１が確実に約束され

てるのかといえばそうではありませんので、

具体的に今、必要面積と教室数と、それら

の係数によって対象が異なってくると。も

う一つは大規模改修、それからいわゆる学

校施設の整備交付金というのがあって、そ

のものに関しては３分の１というのが規定

されてます。これも条件として変わります。

ということは例えば１０億円かかってくる

としたときに、もともとの、新築では１０

億円だったとすると、まあまあ、５０億円

にしますか。５０億円だとすると２分の１、

２５億円がいわゆる補助として交付金とし

て出てきますね。そうしたら先ほども文科

省が出されてる数字の部分でいくと、新築

よりも改修だけ、または増築も含めて、そ

のものの金額がはるかに安いわけですから、

それの３分の１が出てくるということを考

えると、先ほどのどちらが安いかという部

分に関しては、単純計算はできませんけれ

ども、ごめんなさい、単純計算をすると改

修のほうがはるかに安いというのはもう明

確になる。後はそれが対象になるかどうか

は細かな数字と、それからその改修に係る

経費という部分がどこまで見るのかという

ところにも絡んでくると思いますけども、

一般論から考えれば必ず改修のほうが安い

というのは判断つくと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 
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  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  私のほうからは一般的な持ち出しが何ぼ

になるかだけお答えしたいと思います。 

  工事費自体がわかりませんのでそれを度

外視していうことで、新築をした場合には

一般的に地方の負担は２０％と言われてお

ります。それから長寿命化の改修をした場

合には２6.７％、それから統合の改修をし

た場合にも２０％、それから普通の大規模

改修のみをした場合には５1.７％が一応地

方の負担、町の負担ということになります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  これは秋元議員のときでしたっけね、き

ょうの。そのときに、これは町長が答えて

おられましたですけども、新規の場合、い

ろいろな日本全国で行われている、そうい

う事例を平均化した、そのような御答弁が

たしかございましたですね。たしか新規の

場合は平均して２０億円みたいな数字、そ

れから改修も含めて新しいものも何か設備

もつくらなあかんというような場合は何か

６億円みたいな、そのような数字を私、聞

いたんですけども、今回新規、豊能町一本

化で新規であればそういった意味ではこの

２０億円に当たるんだろうと思うんですけ

ども、東西にそれぞれ小中一貫をつくると

いうことになりますと、東西それぞれが改

築また増築みたいなことになるので、そう

いった意味では６億円掛ける２という、そ

ういうふうな算出になって、合計トータル

１２億円、その数字が合ってるかどうかは

別にして。じゃあ新規の場合は２０億円だ

と。ところが東西にそれぞれつくると６掛

ける２の１２億円やと。あとはその費用の

どれぐらいを国などが負担してくれるのか

という、その割合によっても変わってきま

すけども、その上でどっちが安く上がるの

か、そういったこともしっかりと判断しな

がらやっていく必要があると思うんですけ

ども、その点はいかがでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  当然そのものを判断しないといけません。

ただ、今、間違えられると、私は最初から

今ある既存の施設を最大限に利用というこ

とですので、先ほど文科省からありました

新築の場合の２０億円の２分の１でそれが

掛ける２ではない。それからいわゆる改修

というところの６億円、それの２であると

はわかりますけど、そのものに関してあと

は交付金の対象となる事業とか含めて複雑

な計算しないといけません。これはしっか

りと計算をした上で判断すると、これは当

然のことでございますのでしっかりと判断

させていただきます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  いずれをしましても、私たちが今後しっ

かりとお世話になる子どもたちの世代のこ

とですので、そのあたりしっかりと内容を

検討いただいてこれからも進めていく必要

があると思いますのでどうかよろしくお願

いを申し上げます。 

  じゃあ次の質問に移らせていただきます。 

  次に豊能町の財政状況についての質問に

移らせていただきます。 

  実は自治体の財政状況を判断する、その

ような指標といたしまして四つの財政健全

化判断比率がございます。住民の皆様の暮

らしを担う地方公共団体は健全な財政を維

持する経営能力が問われております。しか

し一部の自治体の著しい財政悪化が明らか
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になったように、昭和３０年に制度化され

た地方財政再建促進特別措置法、別名再建

法ですけども、これでは事態が深刻化する

まで、財政の状況が深刻化するまで状況が

明らかにならないという、そのような課題

がありました。地方公共団体の財政状況を

統一的な指標で明らかにし、財政の健全化

や再生が必要な場合に迅速な対応をとるた

めの地方公共団体の財政の健全化に関する

法律が平成２１年につくられました。財政

健全化判断比率はこの法律に基づき財政状

況を常に把握し、財政再生団体、すなわち

財政再建団体、これは別名破綻ですね。財

政破綻ですね。すなわちこの財政破綻の状

態なのか、それほどひどくはないけども財

政の健全化が必要なレベルなのかを判断す

る基準となっております。簡単に言えばレ

ッドカード、イエローカードという言葉を

使えば、昔の法律ではレッドカードしかな

かったみたいなね。今回の新しいこの健全

化法、この法律におきましてはイエローカ

ードという段階とさらにその先にレッドカ

ードという、その２種類を用意してるとい

う、そういうふうな位置づけだろうと私は

思います。 

  豊能町では、お伺いしたいんですけども、

現状この四つの健全化判断比率の値は何ぼ

でしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  お尋ねの平成２９年度における健全化判

断比率の数値でございますけども、実質赤

字比率それから連結実質赤字比率、これは

いずれも黒字であるために比率はないとい

うことでございます。それから実質公債費

比率、これは6.２％となっております。最

後の将来負担比率でございますがこれも比

率はないと。将来の負担は今のところ率と

しては出てこないというところでございま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  先ほども川上議員のところでお話がござ

いましたけども、８０億円の借金というよ

うな文言が、これは法定ビラですね。選挙

の本番に配られているビラに書かれており

ました。私も８０億円の借金、知ってる人

が見たらわかるだろうみたいなことやけど

も、本当にこの自治体財政というか、そう

いったものの仕組みというものがもし理解

されてない、知らない、そのような方があ

の８０億円の借金みたいな言葉を見ると、

当然びっくりしはる。ほんまこれ破綻する

んちゃうかみたいな非常に不安を覚えられ

る可能性が当然ございます。今、しかし、

平成２９年度の決算をもとに出されたこの

健全化比率のこの四つですね。これを見る

限り、いたって今現在、健全であるという

ふうなことなんですよね。ということはあ

の８０億円の借金というあれだけで文章を

書かれると非常に住民の方、戸惑いはる、

びっくりしはる。ここにやっぱり大事な点

がありますね。８０億円の借金がある。し

かし財政は平成２９年の結果をもって健全

であるんだよというようなコメントを入れ

とくべき、私はそのように思うんですが、

町長いかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  全ての方がなかなか理解できないと思い

ますけれども、今、中川議員が御紹介をさ

れた、御質問された内容というのは、この

１０月のときにもしっかり書かれてます。
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これは会計年度も変わって、いわゆるこの

内容を公告をしていかないといけないとい

うことで、町の借金の部分とそれからこの

比率もここの中のページでしっかりと発信

されてる。これが理解されてるかどうかは

ちょっと別として、やはりこれ同時に出さ

れてるということですけれども、例えば防

災であるとかいろいろな事案に対しても、

危機感をもって対応するかという部分に関

しては、例えば南海トラフがありますよと

いうように地震があったとした、そういう

リスクの想定のときに一つのものとして今

の借金高、この比率ではなくて借金高とい

うのはもちろん町としても公表すべきと思

ってこれ公表されてるわけですから、これ

らを具体的に全てを取り上げるのがあの状

態ではできませんから、そのものの判断を

言われたとしてもちょっとコメントしよう

がありませんけれども、住民の皆さんに対

してはこれをしっかりと皆さんが見て、町

の経営をしっかり見てるというようにぜひ

とも今後公表もしっかりとやるべきだと思

いますので、また御協力いただきたいと思

います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  じゃあもう一つお伺いしますけども、８

０億円の借金はあるけども財政は健全であ

るという、そういうことでよろしいんでし

ょうか、町長。現状。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  財政が健全であるという数字部分は今、

上げた中、公表をしなさいという部分には

リスクがないと。リスクがないという形で

ありますので、パーセンテージ、いわゆる

２０％まで含めて今はそれはありませんと

いうことですから、数字的にはそのリスク

までは至っていないということは事実です。

ただ、地方交付税自身がどんどん下がって

くる、税収も下がってくるという危機感自

身は全然変わりありませんから、そのもの

はリスクとしてだんだんとふえてくる。そ

れから年度によって災害対策が行われたと

きもリスクがふえるということですから、

一番重要なのはそれを常にずっと見続ける

ということが一番必要ですので、単年ごと

ではなくてずっと見続けるということが重

要だろうというように私は思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  じゃあ結論から言いますと、現状８０億

円の借金があってもリスクはない、健全で

あるというふうに思っておってよろしいん

ですね。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  公表されているこの財政健全化比率とい

う部分に関しては、今、このものを信じる

ということで正しいと思います。ただ、こ

れ以外の見方もたくさんあると。そのため

に会計年度もかわって複式の会計年度もか

わってる。これ時代によっては変わってく

るわけですから、そのものに対して中川議

員の御質問は、この２９年度の公表されて

るものとしてこれを見た限りでは財政課と

してリスクは今のところないというのは事

実ですね。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  じゃあリスクはないという、今、御答弁
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いただきましたので、きっと住民の皆様も

安心していただけるんじゃないかなと、こ

のように思います。 

  では、次の質問に移りたいと思います。 

  次、観光振興についてというふうな項目

に移らせていただきます。 

  実は私、広報特別委員会、実は議会だよ

りという、その編集委員会に所属しており

ます。年に４回の議会だよりの作成や編集

に携わっております。委員会で副委員長も

務めさせていただいておりますため、議会

だよりの編集後記の執筆も行っております。

１２月号の議会だよりの編集後記は私が作

成をさせていただきました。初めにこの内

容を紹介をさせていただきたいと思います。 

  「今年の干支は「亥」。「とざす」との

意味があります。草木の生命力が種の中に

閉じ込められた状態を表しているとのこと

であるため、エネルギーを蓄積する年とも

言えそうです。さて、本年の「Ｇ２０サミ

ット」「ラグビーワールドカップ」、２０

２１年に関西各地で開催の「ワールドマス

ターズゲームズ」、さらには２０２５年の

万博と、大阪が脚光を浴びるイベントが目

白押しです。わが町にも光が差すチャンス

かもしれません。「猪突猛進」も考えもの

ですが、「猪見て矢を引く」ことにならな

いように、エネルギーを蓄えていく必要が

ありそうです。」 

  このような内容で、私、書かせていただ

きました。町長はこの私の書いたこの文章、

編集後記、読まれましたでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  はい。見させていただきました。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  どのように感じられましたでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  ごもっともなお話だなと思いました。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  そういうふうな感想しかないのでしょう

か、町長としましては。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  御質問の内容がそうだったものですから、

もっとそれを広げろというお話ですか。ご

もっともな話で、いわゆる一番中川議員が

おっしゃりたいというのはチャンスを本当

にチャンスとして捉えろよというところだ

と思います。今回の通告もそういうふうな

内容で承りました。やはりチャンスは絶対

逃すことは絶対にやってはならないと思い

ます。 

  あと今回大きく取り上げられている万博

含め、将来の日本の大きな行事の中におけ

る豊能町、このものがどれだけ絡んでくる

かというか、そのものを判断するときにや

っぱり町の発信できるコンテンツがあるか

どうか、ここにかかってくるので、それぞ

れのターゲットに合わせて我々として何が

できるのかというのが、これから、今まで

も多分考えてこられたと思いますので、そ

れらを含めて一緒に考えてまいりたいと思

います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 
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  考えていく、それは当然大事なことやと

思うんですけども、大事なことは、私、先

ほどの文章の中でも書いておりました。猪

突猛進はやっぱり余りにも急ぎ過ぎて変な

方向へ行くのもこれ大変まずいことだと思

いますけども、逆に猪見て矢を引く、どん

な意味かといいましたら手おくれにならな

いようにという。余りゆっくりゆっくり検

討ばっかりし過ぎて終わっちゃったみたい

なことにならないようにするのも私は必要

であるというふうに考えておりますので、

だからそのあたりをしっかりと考えていく

必要があろうかと思います。これからやっ

ていくみたいなことですけども。そういっ

た意味では、今回、白紙撤回というふうな

名前のついてしまった道の駅でございます

けども、ああいうものが本当に予定どおり

に進んでおるならば、もしかしたらああい

うのがこの観光拠点としてこういうふうな

いろいろなイベント、いろいろなところか

ら観光客がいっぱい関西に、また大阪にや

ってくる、そういうときの呼び込み材料に

なる。私はそのようにも考えたんですけど

も、そのあたりは町長、どのように思われ

ますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  中川議員おっしゃるように、そのものが

コンテンツとして今現在あったら、それは

呼び込みのことになると思います。ただ、

その中で今までずっと政治というか行政の

中で、農の育成でありますとかそういうも

のをずっと積み重ねてこられて今の状態に

来てるということですから、そのもので今

の器だけというか、大きなものをつくって

も、現実には今、出荷する材料もないとい

うことも十分皆さんが承知されてると。だ

からやらないといけないということを皆さ

んが決意されてるので、まずは農業の育成、

そのためにやらねばならないこと、整備を

しないといけないこと、これらをやります

ので、単純に道の駅ではなくて、本来その

ベースでバックであるものが絶対必要なも

のですから、それをしっかりとやっていく

という決意でお答えさせていただきます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  ほかの議員の皆さんの一般質問の中でも

答弁として挙げられておりましたけども、

この道の駅の白紙撤回する理由が何点かお

っしゃっておられました。その一つに採算

性が不透明、不明、はっきりわからないと、

そのようなコメントを確か答弁としておっ

しゃっておられたと思いますけども、例え

ばそのような理由が一つでも解消できるな

らば、今、例えば今は採算性の話ですけど

も、それが採算何とかうまいこといきそう

やでみたいな、今まで進めておったこの道

の駅ですね。それが採算とれそうやでみた

いなことになるんだったら、またちょっと

話は変わってくるんでしょうかね。白紙撤

回というけど、やっぱり道の駅やろうかみ

たいなことになるというふうなこともあり

得るんでしょうか。その採算性がもしオー

ケーとかいうなのであれば。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  当然、採算制というか豊能町がもうかる

んであればやらねばならない。ただ、今現

在の志野の里だけを考えても、まず売り上

げの部分とそれから実際の農家さんに入る

金額、これ自身はまだそこまで達していな

いというか、利益としては上がる状態にな
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ってます。ただ、そのものを運営するため

に、申しわけございませんけど実際の具体

的な数字は今、年間３００万円ほどの町の

持ち出しであると。全体として道の駅も含

めて町税の収入、そして農家さんがもうか

るという形のトータルの絵が描けて、町も

持ち出しをしないということであれば、そ

れは当然やっていかなきゃいけない。ただ、

今は持ち出しをしてるレベルですので、こ

の段階では今の道の駅、志野の里自身も非

常に経営として苦しいレベル。ですからあ

とはどっちが先かですけど、そこに出荷す

る材料、そういうものがたくさんあって農

家さんがもうかり、そこでの手間もかから

ずに自主運営をしていただけるとか、そう

いうところまでもってこないと総合的な判

断はできないと思ってます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で、中川敦司議員の一般質を終わり

ます。 

  この際暫時休憩いたします。 

  再開は１３時といたします。 

（午後０時１０分 休憩） 

（午後１時００分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、小寺正人議員を指名いたします。 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  ８番の大阪維新の会、小寺でございます。 

  池田前町長の御逝去を受けて３月３日、

豊能町長選挙が行われました。その結果、

塩川町長が誕生したわけでございますが、

もと自治会長の候補者として臨んだ町長選

挙は準備時間が極めて短く、他の候補者と

比べてみると知名度が極めて低い状況にあ

ったと推察しております。それにもかかわ

らず当選できた勝因というのは御自身でど

のようなものであったと考えておられるか

お聞きしたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  御質問にお答えさせていただきます。 

  私は確かに知名度ゼロでございました。

地元の新光風台を中心にいたしたもので知

名度ゼロ、しかし地域力といいますか、私

を支えていただけたすばらしい力、いわゆ

る地域力がすごかったのではないかなと思

ってます。さらに口コミで広がったという

ことの伝達力のすごさを感じております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  今回の選挙では具体的に言ってどのよう

なことが争点として戦われたのか、どうい

うふうに御自身考えておられますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  争点ということですけれども、やはりこ

の時期的なものとしては小中一貫、学校の

再配置の問題があったと思います。それか

ら財政問題を私は取り上げさせていただき

ましたが、財政問題を取り上げたのは私だ

けであったというように理解をしてます。

それからダイオキシンについて、これも争

点だったと思います。ともに学校再配置に

関しては私は東西にそれぞれを明確に残す

ということをさせていただきました。ほか

の方は玉虫色であったように感じますし、

それから財政は私だけ、そしてダイオキシ

ンについては最終処分のやり方として遮断

型ということを明解に書かせていただいた、

これが一番の争点であったと思いますし、

そのもので御判断いただいたのではないか
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なというように思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  それぞれの争点について主張されたり訴

えられたりされたわけでございますけれど、

小中一貫教育に関してはどのような民意が

あったと考えておられますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  小中一貫についてはといいますか、財政

もそうなんですけれども、既存設備、既存

の施設を有効活用するというところが一番

皆さんに支持されたというように思います。

それともう一つは学校がなくなれば東地区

は衰退する、衰退させないという民意があ

ったのではないかな。それから多額な借金

はごめんだという民意があったというよう

に、その３点に絞らせていただきました。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  小中一貫では財政問題それからまちづく

りの問題、そういう問題が争点であったと、

そういうふうに、そういうところに民意が

あって自分のところに支持が集まったと、

そういうふうに感じておられるということ

ですね。 

  それで、前町長が初期の段階でございま

すけれど推進しようとしていた事業がまさ

に動き出すか出さないかというやさきの選

挙で、審判が下されたわけでございます。

何事も前に進むより後ろに退却、撤退する

というほうが難しいと言われています。そ

の撤退をするというのが二つ、道の駅とそ

れから小中一貫、１小１中のあれですね、

施設一体型の小中一貫教育、これを撤退す

るということですが、そこでその撤退した

ときに考えられるメリット・デメリット、

どのように捉えられていますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  御質問は、特に私も同じく考えておりま

して、物理屋さんで、私もそうですので、

動き出した慣性モーメントというのはエネ

ルギーがだんだん、だんだん少なく、どん

どんどんどん進みます。ところが急ブレー

キを踏むということはエネルギーも物すご

くかかりますしショックも大きいというよ

うに感じます。ただし事故を防ぐためには

急ブレーキを踏むと、これは当たり前。ブ

レーキを踏んだときにはタイヤもすり減り

ますし、車内のものは散乱するというよう

な形で、ひょっとすると壊れるかもわかり

ませんけれども、そしておでこもぶつける

かもわかりませんけど、でも大事故を防ぐ

ということについては非常に重要なものだ

というように思います。したがって今回の

ものとすると特に財政的に厳しいところの

ブレーキを踏ませていただいたというよう

に感じております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  一般的に企業が撤退すると、撤退せざる

を得ないというところで判断に迷ったとき

に、どうしても決断を下さないといけない。

一番トップの方、取締役の方たちはどうし

てもちゅうちょしてしまうんですよね。決

断がおくれるともっとひどい結果となって

しまうケースが多々あるわけです。だから

株式やとかそういうのに投資する方もどこ

かで損切りをできるという人しか成功はし

ないと言われてるわけですよね。ある程度
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の損失、これを覚悟しないと撤退なんかは

できないわけですから、勇気と決断なしに

撤退などできないと私自身は思いますが、

どうですかね。どう考えられますか、町長。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  おっしゃるとおりです。私も民間の企業

のところで海外投資をして工場をつくった

り、そういうところがあります。多大な投

資をしてるわけですけれども、これを将来

的に見たときに損か得か、または社会情勢

の変化でそれも決断しないといけないとき

もよくあると。それらを経験しております

ので、将来を見据えた上で本当に得策かど

うかというのをしっかり見ると。この目は

持ってると思いますので、決断をさせてい

ただいたというのが段階でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  １月の２８日、たまたま家でテレビをつ

けると安倍首相の施政方針演説がテレビに

流れており放映されておりました。しばら

く視聴しておりましたら消費税を１０月か

ら上げる、それに３歳児以上の幼児の保育

料を無償化する、こういうところに出くわ

しました。そのときに保育士の待遇を改善

していくと、そういうことも明言されまし

た。また、私立の高校生の授業料、大阪で

はもう原則ゼロになってるんですけど、全

国的に見ると私立の高校生の授業料は無償

化になってないわけですけど、それを全国

的に無償化していくと、これも首相が施政

方針演説の中に演説をされておりました。

これは私たち維新の会がやってる後ろ、同

じことを国レベルでもやるんだなと。大阪

は進んでるのかなというふうに感じたわけ

です。 

  ところでその３歳児以上なわけですから、

ゼロ歳児、１歳児、２歳児、これは無償化

しないんですよね。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今、御質問の、豊能町は本当に子育て政

策、非常に充実をしてると思います。その

中で確かに今現在、３歳児以上が無償化と

いうところになりました。やはり豊能町の

まちづくりも含めて考えると、やはり子育

て世代の負担というのを少なくしていかな

いといけないと思います。小寺議員のおっ

しゃるようにゼロ歳児からの無償化、これ

は積極的に検討してまいりたいというよう

に思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  それではそのゼロ歳児、１歳児、２歳児

いうのはいわゆる保育所の園児、幼児とい

うことになりますけれど、その人たちから

一体現在保育料幾らもらってるんですかね。

一番新しいところを教えていただけますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  いただいている保育料ですけれども、ふ

たば園と吉川保育所と合わせまして約1,３

００万円程度になろうと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  そうすると町がいただいている保育料、

ゼロ歳児、１歳児、２歳児が1,３００万円

いただいていると。それを町が負担してあ
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げれば、保護者の支払う保育料はゼロ、完

全無償化になるわけです。そうすると守口

市がやってるようにゼロ歳児から所得制限

なしで全てゼロにできると、こういうこと

になりますけど間違いないでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  その数字を聞く限り間違いございません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  ところでその保育所・幼稚園の民間化に

ついて、私たまたま５年前に北海道に視察

に行くに当たり、本来、目的は釧路市が行

っている基礎学力保証条例というのがあり

まして、それを一遍聞きにいきたいなと思

って、千歳空港から網走の南側を通って釧

路の東側、東部になるんですけど、この間

で何か特色ある施策をとってる町、自治体

はないのかと調べてみましたら、音更町が

財政健全化に取り組んでいるというので電

話してみました。そしたら補助金をカット

したりどうのこうのと言ってはりましたけ

ど、ほかにありませんかと聞くと保育所民

営化をしているという話でしたから、すぐ

さまお願いしますと。すぐに北海道庁、電

話しました。この釧路と新千歳空港のこの

範囲の中で無償化、保育所無償化に取り組

んでいる自治体はないかと聞きましたら、

釧路の隣、釧路町というのがありますとい

うことで、またすぐ電話しました。そうし

たら担当者が出てまいりまして、電話でご

ざいますけれど、民営の保育所建設、これ

ならば国の補助が、当時ですね、３年の限

定だったと思うんですけど、３分の２、国

の補助が出ますと。民間の保育所に任せる

と民間もお金出さないといけない。４分の

１以上出さないといけないと。４分の１が

出ますと。そうしたら３分の２足す４分の

１は１２分の１１になりますよねと。残り

何ぼですかと。１２分の１ですよねと。そ

うしたらこれを利用しない、こんな手はな

いでしょうと。だからこれ建設費の場合の

話ですけどね。こう言われまして、そこに

行ったわけです。いろいろなのを教えてい

ただいて、それから大阪中心に全国の自治

体を大体１３カ所ぐらい回りました。ほぼ

間違いない事実だということを確信したわ

けです。本年の２月１日、約２カ月前です。

神奈川県厚木市にも福祉教育常任委員会で

視察してまいりました。そうすると当時、

先ほど秋元議員が平成２０年度に当町は、

豊能町は、当分民営じゃなしに公営でいく

という話が書いてある。それで東京に帰ら

れてた、小川、その当時は前教育長、まだ

１年ぐらいだったと思いますけど、すぐに

東京に行って、そこの東側にこども園がで

きた。そのときに民営化を試算してみまし

たかと聞いたんですけど、東京に行ってで

すよ。そしたら前教育長は、今から言うと

前々教育長ですけども、全く豊能町にはそ

の考えがなかったと。民営という考えは一

切試算もしてないし話すらなかったと。そ

れで今から思えばそれはやっておかなかっ

たらいけないことだったよねと、そういう

話でございました。それでその２０１６年

６月議会におきまして、豊能町の幼稚園、

保育所、こども園３園で、豊能町が負担し

ているのが３億5,０００万円だと。完全民

営化しておれば一体幾らで済んだんですか

と、その一般質問の中で野村議員が聞いた

んですけど。完全民営化していたら9,００

０万円の負担で済みました。そういう答弁。

そうすると、その保護者からは当時5,６０

０万円と聞いてましたので、その差額２億

何ぼになりますかね、6,０００万円ありま
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したから、その中の6,０００万円使えば完

全に無償化できますよねということで、何

度も私は民営化に踏み切るべきだと、何度

も言ったはずです。毎回のように言ったと

思うんです。それで一体そのときに豊能町

に、試算してないと、何でしてへんねんと。

約１年かかったから、たしか。どうして試

算してないのかと思うと、その公定価格と

いうのがありますと。その公定価格ってい

うのは公営には必要ないもんですよね。私

立の民営のところに渡すお金やから、民営

がないんやったら計算する必要もなかった

と。だからこんなたくさんの差額ができる

ということに気がついたわけです。だから

こんなにかけ離れてるのに、なぜ民営化の

手を使わなかったのか。それ不思議でかな

わないわけです、私としては。だからもう

一度公定価格、これは一度も計算したこと

ないんですよね、豊能町。私、質問する前

にね。どうですかね。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  豊能町におきましても行財政改革、繰り

返し、繰り返し取り組んできております。

小寺議員がおっしゃるほどの精緻な試算と

いうものはしていなかったわけでございま

すけども、行財政改革の中で保育所・幼稚

園について計算をしたことはございます。

ただそのときは、今おっしゃったとおり、

教育委員会としてはお金の問題よりも子ど

もが第一であるということの観点から公立

を維持するというような結論をずっとお持

ちでございましたので、そのときは東の保

育所・幼稚園を一つにすることとか西の保

育所・幼稚園の数を減らすこと、これを行

財政改革の柱に据えて取り組んできたとい

うようなことでございました。ただ、民営

化をしたらどうなるかという試算をしたこ

とはありますが、ちょっと今、数字は覚え

ておりません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  それできのうですかね。インターネット

で保育所民営化と打ってみたら、出てくる

わ出てくるわ、この近辺。池田市は出てく

るわ茨木市、箕面はもう当然やってるんで

すけど、吹田とかいろいろやってるわけで

すよ。それにもかかわらず、私が何度も民

営化踏み切るべきだと言ったのに、それは

考えていないとずっと拒み続けてきたわけ

でございますけれど、やっと塩川町長が出

している、出された所信表明の中にこの言

葉が出てきたわけですね。民営化して保育

料を完全無償化すれば人口増にも寄与でき

る。何度も質問で取り上げたけれど、ここ

で初めて民営化の方針が出されたというこ

とについて、町長はどういう感想を持たれ

てますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  感想を持たれてるというとちょっとあれ

ですけど、私は当然今まで検討されてるも

んだと思っておりました。世の中の流れ、

それからいわゆる自治体における民間活力、

民間の資本を使うＰＰＰ／ＰＦＩも含めて、

時代はどんどん、どんどん変わっていると。

その中で保育所経営という部分も経営の観

点でももちろん必要ですし、それからそこ

でやられた民営化の中で特色あるもの、私

たちの住んでるところでも私立のところに

通わせてるという保護者の方もたくさん多

いと。ですからそれは時代の流れで、今ま

で検討してなかったというのがちょっと私
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は驚きであるというように感じております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  ２年前に守口市に行って、民営化して、

一部ですけど民営化して、所得制限、保護

者からいただく保育料を所得制限なしで完

全民営化に踏み切るというところを話を聞

きにいきました。そうするとやっぱり待機

児童が今や出るような、行ってももう入ら

れへんと。うちの息子が、じゃあ守口に入

って住んだら入らんでもいいのにねと、行

ったそうですわ、この一月前に。そしたら

もう待機児童が出てる、入れるかどうかも

わかれへんと、そういう状態になってると。

そうしたらこの手を豊能町で使えば人口増

に結びつけられると思いませんか。いかが

ですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  私も人口増加のために何かというと、や

はり子育て層の世代のカバーとそれからそ

の方々の負担をどれだけ減らすかというこ

とについて真剣に悩んできます。先般、河

南町のほうにいきますと、河南町でも同じ

ことをやられてて、今度２２歳まで医療費

無料というところまで打ち出されてると。

やはり何が一番子育て層にとって重要なの

か。そしてそれが河南町は確かに人がふえ

てるという実態もありますので、これはし

っかりと聞かせていただいて、相関関係も

含めて、それから費用対効果も含めてしっ

かりと検証させていただいて、この本町で

もぜひやっていきたいなというように感じ

ております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  今、河南町の２１歳、２２歳までですよ

ね。医療費無償化をやってると。あれは私

も聞きにいったんです。そうしたらあそこ

には大阪芸術大学があって、そこに全国か

ら生徒さん、学生さんが集まってくると。

その人たちに住所を河南町にしてもらった

ら無償化になりますといってやってるんで

すよ。それで人口をふやしてる。人口ふえ

たら交付税が入ってくるんですよね、頭割

りで。そこでもとをとるという考えみたい

でした。 

  それではその次に、大阪府下で、所信表

明の中に、一番高い水道料金となった値上

げに疑問を持つようになったと、こう書か

れています。値上げに対してその当時はま

だ一住民であられた塩川町長が抱いていた

水道代、大阪一高いその水道代に対してど

んな感情を持たれていたんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  水道代の値上げに関して住民説明会が行

われました。私も聞きにいきましたけれど

も、そこでの試算内容とかっていう部分で

公表されたものしかなかった。でも経営的

な観点からするといろいろなやり方、いわ

ゆる減資であるとかそういうものが絶対あ

るだろうというように期待をして御質問も

させていただきましたけれども、残念なが

ら回答がなかったというのが実態で、私た

ち住民にとってみたらその内容の含めて疑

問を持ったというところが一番多いです。

それらをやっぱり言われてる方々がたくさ

んおられるということが事実です。それか

ら感じると、私はやはり行政が決断をする

内容のものについてしっかりと住民の方々

にお知らせをするということが当たり前だ
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なというように理解をしてます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  総務省が平成２７年３月、公営企業の料

金のあり方についてというホームページを

出してるんです。公営企業は独占企業とし

て地域独占価格で住民に水を提供している。

そういう場合に公定価格を上げるについて

留意しないといけないことがあるといって

出されてるんです。料金見直しに取り組ん

でもそれが見直しにならない、要するに値

上げですよね、値上げに至らない例として

四つ上げてるんです。その１番が首長等の

意思表示が突然であるなど、議会・住民等

への説明が不足している場合、これが通ら

ない、値上げがね、一つ。２番目にその経

営努力が不足していると判断されて料金見

直しに議会・住民等の理解が得られない場

合、これが二つ目。三つ目に料金見直しに

伴う住民等への影響が大き過ぎて議会・住

民等の理解が得られない場合、これが３番

目です。４番目に議会・住民等に公営企業

の経営についての理解が不足していると、

そういう場合を上げておられるわけです。

私自身はその値上げに対しては、ちょうど

５年前に新公営企業会計の発足に当たって

資本金を減じる、いわゆる減資を行って、

７億円を出して利益出しして、修繕引当金、

これが運用が間違ってると、それ１億円の

戻し入れ図って利益出しをして、合計８億

円の利益出しをしたんです。５億円の当時

あった累積欠損金を一気に解消して黒字に

したというのが５年前にあったわけです。

今回同じ手を使えるわけですよね。今、６

億6,６００万円の資本金がまだ残ってるわ

けです。発足したのが多分４億円からスタ

ートしたんですね。そうするとそこでふえ

た２億6,６００万円を減資して一気に利益

出ししたら、プラスにして企業団に渡せた

わけです。あとはどうするかというのは後

で言いますので、その水道会計が赤字とい

う体質がどうも理解できなかったわけです。

何でかというと、現金がふえていってるの

に累積赤字がふえていくと。そんなばかな

ことが起こるかと。大阪府庁に行って市町

村課の３人の人に聞いても何も答えも出さ

ないし、逃げるばっかりでしたわ。東京に

行って総務省のその担当者、公認会計士だ

けど、出てきても、それだけ見てもわかれ

へんですよね。何でそんなことが起こって

るのかわからへん。２人出てきて一生懸命

見はったけどわかれへんかった。ところが

この前の１２月のときに、その悪循環の原

因が簡易水道を水道会計に統合したところ

からそれが始まったわけです。そうすると

その１７億円について何とかしないといけ

ないわけですよ。町がこれは経営責任をこ

の１７億円についてはとらなあかん。出さ

なあかんということですわ、お金をね。そ

の中でも８億円は何とか会計をやりくりし

て出したわけやから、あとの８億円は本体

から出して、これは千早赤阪村がやった手

ですよ。これも千早赤阪村へ行って聞いて

きました。あそこは８億5,０００万円出す

と。１０年間に８億5,０００万円出して赤

字を回避すると。値上げも回避するという

手を使うという話です。近隣も何軒か回り

ました。そうしたら実は８億円、豊能町は

出して、赤字を回避すると聞いてたけどな

と、値上げですかと言われて、あれ、うそ

やんという感じで確か議会に臨んだと記憶

してます。それをやれば値上げする必要は

なかったと思いませんか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 
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  答弁させていただきます。 

  小寺議員は以前からそういうようなこと

で一般会計からということでおっしゃって

ますけども、結局、水道事業というのは公

営企業会計は独立採算制と、これも何度も

申し上げておりますけども、やはりそこは

収入で賄うべきものでございますので、町

のスタンスとしてもそれは水道会計は独立

採算制であるので町からの繰り出しは出さ

ないというのが町の姿勢でございましたの

で、御理解いただきたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  先ほど町長から水道料金値上げに関して

説明会を開催されたけれどという答弁ござ

いましたけれども、開催されておりません

ので、町長その点についてもし修正があれ

ばよろしくお願いします。 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  済みません。訂正させていただきます。

説明会はなかった。私は当時、いろいろな

方から資料を集めようと思って努力しまし

たけれども、集められなかった。したがっ

て分析も進まなかったというのが事実です。

大変申しわけございません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  それでもう一つですね。これはもうペン

ディングになってると思いますけども、豊

能町の平成２６年度、２７年度、２８年度、

これはキャッシュフロー計算書が出てるわ

けです。それ以前は出てなかった。それで

たまたま図書館へ行ってそのキャッシュフ

ロー計算書による見方というのをたまたま

見て、アマゾンで買いましたけども、そう

するとキャッシュフロー計算書、その業務

ですね、営業ですね、営業活動によるキャ

ッシュフロー、これがプラス。プラスでな

かったらもう潰れますからね。それから投

資活動によるキャッシュフロー、マイナス、

要するにお金が出ていくと。投資しないと

会社は生き残れませんもんね。維持してい

かなあかんしね。それから財務活動による

キャッシュフロー、マイナス。借金してん

のやから返さなあかんから出ていくと。こ

れがキャッシュフローから見た健全型経営

と、こうなってるわけです。来年度の予定

のキャッシュフロー計算書も同じ形になっ

てるわけです。ということは、私がおかし

いおかしいと思ってたことがやっぱりおか

しかったとしか思われへんわけですよ。健

全経営をやり続けてたわけです。ところが

平成１７年度に簡易水道、それから水道を

統合したときにマイナス体質が確定してし

まったということは、もうとにかく豊能町

の行政の責任を感じてもらわんとあかんと

思います。これを住民に一方的に押しつけ

たんが今回の値上げやと、そういうふうに

私は感じてるんですけどいかがですかね。

間違ってますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  お答えさせていただきます。 

  小寺議員は簡易水道を統合したことがそ

もそもの間違いやということ、原因やと。

ですが水道という観点から見れば、やはり

町内で一水道ということで、全体的に安全

で安心な水をお配りするというのが水道の

事業でございますので、それは簡易水道、

水道事業、区別なしにやるものだというふ

うに考えております。確かに赤字体質にな

ったのは簡易水道を統合した以降でござい

ますけども、これはそれまでに東地区にお

いて整備がおくれてきた分、一遍に東地区
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で簡易水道をつくってやったということで

ございまして、やはりまだ若いですから、

年数がたってませんから、そういう形にな

りましたけども、これは町全体を考えてい

くとやはり一水道で健全に運営していくた

めには必要だったというふうに考えており

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  値上げしてしまったもんですから、値下

げできるかという誰かの質問の中に入って

おりましたけど、値上げができるぐらいや

から多分値下げもできるのかもしれないけ

れど、今後３年ずつ何か値上げの予定でし

たよね。そこのときに当然、企業団から言

ってくるはずですから、今言ってる手を使

ってもうて、できるだけその値上げ阻止す

るというか、そういう方針でやっていただ

きたいと私は思いますが、どうですか町長。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  広域企業団のほうに４月１日から移行し

ます。これからも移行が決定しましたとい

うことで、我々の町の意向というのはなか

なか伝わりにくくなると。これからは企業

団の中の議会の中で審議をされるというこ

とですので、審議をされる内容についてし

っかりと聞き、判断をし、我々の要望とい

うものを通していく、これが私の仕事だと

思いますので、臨んでいきたいというふう

に思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  それでは今度値上げのときにしっかりと

戦ってほしいと、このように思います。 

  それでは次に、町政一般の中に、今、公

会計、これが発生主義、複式簿記というの

が一つ導入されたんですよね。議員がその

複式簿記、発生主義会計がわかるんですか

という問題があります。わかるんだったら、

全員がわかるんだったら誰がなってもいい

と思いますけども、ちょっと難しいですよ

ね。これ勉強しないといけないから。だか

らもういっそのこと、定数も１２名になっ

てますので、もうこれを廃止して、議員監

査委員を廃止して、専門知識を有する有識

者の監査委員だけにしたらどうでしょうか

という提案です。いかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  おっしゃるとおり、今回の改正に関して

非常に難しいというか、本当に専門知識が

要るということは事実でございます。平成

３０年の４月の施行によって、条例の定め

により議員から監査委員を選出しなければ

ならないというのも残ってます。ただ、条

例改正の中には、実効性のある監査を行う

ための必要として議員さんの目で見るとい

うのが重要であるというのも一つ、もう一

つは一方で監査委員は独立した専門的な知

識を発揮する、そして議会は議員としての

監視機能に特化するという考え方の中で、

各地方自治体の判断により専門性のある見

識の方に委ねるということができるように

なっております。このようなことから、い

わゆる調査会の答申を踏まえ、本町では専

門性のある識見の監査委員を２名置くとい

うことで、次の議会のところでは選出の廃

止案または条例の改正等提出をさせていた

だきたく存じますので、その段階でまた御

議論をいただきたいというように思います。 

○議長（永谷幸弘君） 
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  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  それから複式簿記、発生主義という会計

をやっておりますので、管理会計というこ

とも、報告会計だけじゃなしに管理会計、

これを使っていくということも勉強してい

かないといけないと思うんですよ。例えば

退職給与引当金なんていうのは初めて出て

きたわけですよね。そこに何か１９億円ほ

ど載ってたと思うんですけど、要するに既

に１９億円というのが引き当てられて退職

金使わないといけないと。目的外、使えな

いんですよということがもう明らかになっ

たわけですよ。だから自由に使えるお金が、

もう退職給与引当金に引き当てられた１９

億円はもう使えませんということですので、

今までお金があったら使ってたいうことじ

ゃなしに、管理会計に移っていかないとい

けないと、私はそう思います。いかがでし

ょう。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  小寺議員は管理会計というお言葉をお使

いです。私のほうで管理会計勉強いたしま

したら、管理会計とは、企業のトップが経

営方針を決めるためや組織の業績測定に利

用するなど、組織のかじ取りのために作成

するもの。特に事業別とかセグメント別な

どが重視されるというふうに勉強いたしま

した。一方で財務会計でございますけども、

これは財務諸表を作成しまして株主や取引

先などの関係者に開示することを目的とす

るということで、管理会計はトップが経営

判断するためのものと、一言で言うとそう

いうもののようでございます。今、議員の

おっしゃった、例えば退職給与引当金、こ

れは内部留保しておくべきやという御意見

でございますけども、それは企業会計は確

かにそうなんですけども、本町は新公会計

を財務諸表公開をしておりますけども、そ

れは内部留保するという制度にはなってお

らないので、あくまでも単年度会計で入と

出を合わせていくと、これは変わらないわ

けでございます。新公会計を導入するとい

うことは、要するに複式簿記でもし計算し

たらこうなりますということを議員の皆さ

んとか住民の皆さんにお示しをするという

趣旨のものでございますので、管理会計を

導入するというようなものではないのかな

というふうには感じておりますが、ただ、

この新公会計を導入することによりまして、

まだ１回しかやっておりませんけど、今後、

過去と現在を比べることでございますとか、

ほかの市町村の財務諸表と比べることでご

ざいますとか、比べることがこれから可能

になると思っています。まだ今は単年度し

かやってませんし、ほかの市町村のも出そ

ろっていませんので、比べる対象がないと

いうことですので、今後は議員のおっしゃ

るようなことも念頭に入れながら活用して

いきたいと思っています。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  今、トップがこれ見るんだよと言われま

した。トップである塩川町長もしっかり勉

強してもらって判断材料に使ってください。 

  それから合計特殊出生率0.８２と、全国

ワースト２、何度も申し上げてるんですけ

ど、具体的な改善策を考えたら豊能町のあ

るべき姿というのが見えてくると私は思う

わけです。見えないものが見えてくると。

それをどこに、どこかにメスを当てないと

いけないので、それはしっかり人口ビジョ

ンの中に出てますので、グラフも出てるか

ら、どこへ当てたらいいのかというのを本
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気で考えないとだめだと思います。 

  それから民間の活力、これを入れないと

いうことは、今後、公共の会計の中であり

得ないことやと思いますので、ＰＰＰ／Ｐ

ＦＩという官民連携手法を徹底的に考えて

いくと、もう考えなさいというのを、これ

は去年の施政方針演説で安倍総理大臣が言

ってました。優先的検討規程、これを推進

していくんだと、ＰＦＩをやるんだってた

しかおっしゃったと思います。これをうち

は３万人以下だからやらなくていいとか、

そういう話ではきっとないと思うので、新

しい時代に合った官民連携手法、それから

学、大学ですよね。それを知識として何か

入れられるような産官学、産はないかもし

れないけど官学の体制ですね。連携という

のを積極的に推進していったらどうかと思

いますが、町長どう思われますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  議員おっしゃること、非常によくわかり

ます。やはり物の見方というのは角度を変

えなければわかりませんし、真っ正面だけ

から見てると気づいてこないことがある。

今回、財務処理の部分も含めてこれは角度

を変えて、そして継続的な分析が必要です

のでそれをやります。それから官学という

形のものも含めてしっかりとやらせていた

だきます。そのいい例が武庫川女子大とや

ったものもございますので、さらに官学と

いう新しいアイデアを入れるということを

しっかりとやっていきたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  これから世の中が激変すると、プレ・シ

ンギュラリティがもう２０２５年に起こる

と、そこまでおりてきましたので、積極的

にそういうのを、一粒の種を豊能町にまい

て、老いも若きもそれを使えるように、そ

ういうまちづくりをしていったらどうでし

ょう。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  私もそのとおりで思います。あらゆる手

法、それからあらゆる考え方を通じてやら

せていただきたいと思います。ありがとう

ございます。 

○８番（小寺正人君） 

  以上で一般質問を終わります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で小寺正人議員の一般質問を終わり

ます。 

  ネット中継の処理のため、暫時休憩いた

します。すぐに再開いたしますので、よろ

しくお願いいたします。 

（午後１時４９分 休憩） 

（午後１時５０分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、井川佳子議員を指名いたします。 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  ７番・井川佳子でございます。 

  皆様、こんにちは。最終の質問者になり

ましたが、よろしくお願いいたします。 

  塩川町長におかれましては御当選おめで

とうございます。また私どもも皆様の御信

任を得まして町政に帰ってくることができ

ました。真摯に努めさせていただきますの

で皆様よろしくお願いいたします。 

  では通告に従いまして質問させていただ

きます。 

  まずは交通問題についてでございます。 
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  北大阪急行線が延伸され、平成３２年度

に箕面萱野駅が新設されます。そのときが

豊能町をより交通至便にするよい機会であ

ります。町はどのような構想を練り働きか

けていらっしゃいますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  井川議員も御存じかと思いますけども、

本町におきましては平成２６年４月に地域

公共交通基本構想を策定をいたしまして、

箕面森町線につきましては長期計画と位置

づけまして、北大阪急行の延伸に伴うバス

の再編に合わせて本町の能勢電の駅まで結

ぶというような構想を立てておりまして、

平成３０年度におきましては道路の線形の

改良でございますとかときわ台駅前のター

ミナルの実施設計、これを行ったところで

ございまして、また昨年からは大阪府とか

箕面市ともそういう協議会の場を設けまし

て情報交換を行っているというところでご

ざいます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  予算の中にも出ておりました、ときわ台

駅ですね。バスの拡幅、大きなバスが入る

ために拡幅工事をするとかいう、着々と進

んでいるなと、私が休んでいる間も豊能町

はしっかり進んでいるなと実績していた間

でございます。ときわ台のバリアフリー化

もここに立って何回も叫んでおりました。

任期中じゃなかったですけれども設計とか

なさっておりまして、今はエレベーターが

ついております。スロープも今、やりかけ

というかされておりますし、バリアフリー

も進みます。また、箕面森町からときわ台

までそのバスを乗り入れるという夢の構想

というのが、それが夢でなくなってきてい

るというところがすばらしいところだと思

います。西地区についてはそのようなバス

の乗り入れということで、町長におかれま

してもまたいろいろな構想を持っていらっ

しゃるとは思うんですけれども、ときわ台

駅と箕面新町をつなぐすばらしい、町長と

しても進めていっていただきたいと思うん

ですけれど、いかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  交通問題に関しては本当に重要な問題で

あります。これまで皆さんが御努力をされ

て着々と進んでるというのが事実。それか

ら３２年に北大阪急行の延伸に伴う、これ

チャンスと思っております。このときに広

域としてしっかりとつないでいくというこ

とが重要でございますので、ただ、阪急バ

スさん、それからいわゆる鉄道、そのほか

いろいろ御挨拶をされたときに非常に苦し

んでられるのが、運転手の確保ということ

をやはりトップとしておっしゃっておられ

ました。そういう点も含めてこれからしっ

かりと議論をさせていただいて、我々の要

望を伝え、あと阪急バスさんも含めてです

けれども、協議を、これからのスタートに

なりますけれども私はさせていただきたい

というように思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  今は阪急バスさんが入っていただいてま

すので、阪急バスさんの言うとおりなんて

ことにならないように、やはり町としても

しっかりと訴えていただきまして、進めて

いっていただきたいと思います。本当にチ

ャンスです、３２年度。いろいろな人口増
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加策も考えられますけど、これも一つの好

機かと思いますので、よろしくお願いいた

します。また東地区においては駅がこっち

へ伸びてくるというこの好機で、今、箕面

グリーンロードを朝と夕だけバスが直行便

がありますけれども、この増便とかも町と

して訴えていただけないかなと思うんです

けれどもいかがでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  箕面グリーンロード経由の北大阪ネオポ

リス線につきましては、これは残念ながら

阪急バスに聞きますと赤字路線ということ

でございます。したがいまして議員の御提

案とは真逆といいますか、路線のあり方の

協議をしたいというふうなことも聞いてい

る路線でございまして、残念ながら増便と

いう状況にはないということでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  この便はすごく便利になっております。

私も何回か乗ってるんですけど、あっとい

う間に着きますね。千里中央から３５分で

来れるベッドタウンというのもやはり魅力

的なんですよ。そしてここへ来ると皆様御

存じのとおり、ウグイスが鳴きます。子ど

もたちを育てる環境としてはもってこいの

場所だと私は思うんです。なのでそのあた

りもしっかり訴えていただきたいと思いま

す。また、グリーンロードを通ったのはそ

れだけではなくて、やはり近隣市町とのお

話し合いの中で彩都の中のバスが走ると交

換条件だったということも聞いてはいたん

ですけど、そのとおりでしたか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  交換条件という言葉ではなかったですけ

ども、モノレールの彩都西駅を経由するバ

スと箕面グリーンロードを経由するバスと

いうふうに路線を再編されたというような

ことでございます。それによりまして今は

彩都西駅を利用される豊能町の方々も非常

にふえて利便性も感じておられるというよ

うなことで、交換条件ということではなく

て利便性を追及されたバス会社の工夫であ

ったということでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  朝夕は早くなったんだけど昼間としたら

ちょっと１０分ぐらい時間がかかるように

なったよということはあります。でも彩都

西というモノレールの駅にバスがつくよう

になって実は何がよくなったかというと、

そこからモノレールで大きな病院に行ける

ようになったんです。例えば友紘会病院で

ありますとか阪大病院でありますとか、そ

れを体が悪くなって例えば自動車で行けな

くなったときにもバスとモノレールでつい

でそういう大きな病院に行けるってなった

その利便性というのもすごく発展した点か

なと思っております。そのように少しずつ

明るくなってきております。これからも駅

が近くなってくる。あるいはその駅がトン

ネルを越えて止々呂美に来るようなことが

あるかないかというのはわからないことで

はありますけれど、ある候補の中にもあり

ましたし、何か聞くところによるとトンネ

ルが二つになってるんだよ井川さんて何回

も聞いてはいるんですけれども、今現在わ

からなくても本当に何かが起こってできる

かもというふうなこともあるかもしれませ

んし、しっかりアンテナを張って豊能町の
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ために塩川町長にも頑張っていただきたい

と思っております。 

  片や、やはり以前は東西交通ということ

でバスがございました。これは、これは存

じております。やっぱり乗らないからなく

なる。どこの路線でもそうなんですけれど

も、それで今はバスを乗り継いで西と東、

交流することになっております。はっきり

言って私ども、西へ東へ移動するんですけ

れども、荷物がすごい多ございますので交

通機関を乗り継いでということはしており

ません。自動車で行ってしまうのでね。そ

れも悪いのかなとは思うんですけれども、

でもやはり職場あるいは買い物というので

西と東を行ったり来たりされている人もい

るんです。やっぱりこのあたりも考えてい

っていただきたいなと塩川町長には思うん

ですけど、いかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  おっしゃるのはよくわかります。やはり

交通問題というのは非常に重要なんですけ

れども、今はやはり経営ということを考え

られてる阪急バスさんと我々の利便性をど

う戦っていくかということになります。や

はり今は利用率が少ないという実態を突き

つけられると、やはり交渉について非常に

弱くなってくるというのは事実です。です

から我々もできる限りバスに乗りましょう

ということも含めて、それから今のあるバ

スをもっとＰＲをするということも一方で

重要だと思いますので、ぜひ私もバスに乗

る機会をどんどんとつくっていて、経営的

にもちゃんと成り立つような形にするとい

うのが全体の目的だと思いますので、そう

いう形でやらせていただきたいというよう

に思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  東西交通について、議会だより１２月号

で私は見ることができました。そこにも載

っております。議会から行政へ政策提言書

というふうにして出しているんですけれど

も、デマンドタクシーの利便性の向上とか、

それから老人福祉センター用の送迎車両を

有効活用をするというような案を議員が提

言を求めて載せております。この進捗状況

いかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  議会から、今、議員御紹介ございました

とおり、御提案を昨年末にいただきました。

まことにありがたかったことだと思ってお

ります。御提案はおっしゃったとおり、東

西を結ぶ交通手段についてということで議

会からの御提案を頂戴いたしましたが、そ

れを実現しますためには最終的には地域公

共交通会議での了承、これがあって実現す

るというような性格のものでございます。

まずデマンドタクシーにつきましては、こ

れは阪急バスの営業路線と重複をするとい

う問題がございまして、一方で老人福祉セ

ンターのバスの活用については、仮に有償

ならば白バスという違法行為になるという

ことで、二つの御提案ございましたが、い

ずれも課題はあるというようなことでござ

います。老人福祉センターのバスを仮に無

償でということにしますと、費用対効果と

いうこととか、あとは行政としての役割は

どこまでかと、要するに行政サービスはど

こまでが過剰でなくてどこまでが適当かと

いうその辺の線引きも問われるんではない

かというふうに思っておりまして、いずれ
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にしましても阪急バスと競合するというこ

とが一番の問題ではないかなというふうに

思っております。したがいまして関係機関

への事前協議におきまして、これらの案の

協議が調って、その上で地域公共交通会議

にかけられるという可能性は現状では極め

て低いということを言わざるを得ない状況

でございます。仮にこれが地域公共交通会

議で了承されるということは、逆に言いま

すと重複路線が廃止されるというようなこ

とになる恐れも含んでいるということで、

非常に慎重に進めるべき問題であろうとい

うふうに我々は思っているわけでございま

す。ただ、町としましては東西の交通は絶

対に確保するべきであると、これは一致し

た認識でございまして、現在は中止々呂美

で乗りかえによる方法を打ち出しておりま

すけども、これが一番の最良の方法という

ことは思っておりませんので、議会の御提

案も参考にしながら、今後ともさらによい

方法を探していきたいというふうには思っ

ております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  そうなんですよね。乗りかえては行ける

んです。リレー便もありますので、それに

乗っていけば以前よりも回数がふえたでし

ょうと言われたら、それもそれはそうなん

ですけれども、やはり豊能町の地図を見ま

すと妙見山を挟んであっちとこっち、以前

は野間峠を行ったり来たりしかできなかっ

たのが、今は箕面森町というまちが開通し

たので割と、３０分以上かかってたのが１

５分ぐらいで行ったり来たりはできます。

ただ、お買い物というと阪急オアシス、ご

めんなさい、あちら側にいろいろスーパー

が魅力的なスーパーもあります。図書館も

あります。また、今はシートスさんはバス

を走らせてくださって、こちらの利用者も

利用しやすくなってるということもあるに

はあるんですけれども、やはり東西交通、

亡くなった池田町長もおっしゃってました

けれども、やはり町の形態がそうであるの

で、やはり東西交通もしっかり考えていか

なくっちゃという感じで思ってらっしゃい

ました。東西交通のバスもあったわけで、

でも、空気走らせてるやんて言われてしま

ったら、それもまた、右肩上がりの財政や

ったらいいけどどうなんやろという感じの

財政のところへ考えなきゃいけない問題で

もあると思います。でも今、提言書を真摯

に受けとめていただいて、進めていただい

てるということなので、また見守りたいし、

また訴えてもいきたいなと思います。 

  では、次の質問に移らせていただきます。 

  納税方法についてでございます。固定資

産税それから軽自動車税のコンビニ納付に

ついてでございます。 

  以前、システム改修に伴いまして、その

時点で二、三年後にはできるっていう、で

きるかもというふうな回答を得ていただい

ておりまして、その進捗状況を伺いたいと

思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  井川議員が前の任期のときに御質問を頂

戴しまして、おっしゃったとおり答弁をい

たしました。でも本町としましてはコンビ

ニにおける納税につきましては全国的にも

普及してきておりまして、これを導入いた

しましたら納税者の利便性の向上に資する

というふうに考えているところでございま

して、この１０月、ことしの１０月にクラ

ウド化をいたしまして基幹系システムを更

新いたしますが、その際に導入をするとい
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うことを予定しておりまして、手続としま

しては来年度中、要するに平成３１年度中

に取り扱う事業者を選定して、契約をいた

しましたら、再来年度、平成３２年度の当

初の課税から対応することが可能な状況で

ございまして、また４月に臨時議会を開く

予定をしておりますが、その折に平成３１

年度に初期経費を計上したいというふうに

考えておりまして、予算編成に向けて検討

中でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  ありがとうございます。実は予算の中に

クラウド化の予算もありますし着々と進ん

でるなと思っておりまして、今も内田部長

のお答えをいただいて確証を得ております。

よかったです本当に。やっぱり一つずつ便

利になるってすばらしいと思います。 

  よく４月に納付書を持っていって、例え

ば本当に忙しいとコンビニしか無理なとき

があるんですよ。コンビニへ行って、これ

とこれとこれはできますね、これとこれは

だめですわというのが、今ここに挙げさせ

てもらってる固定資産税と軽自動車税だっ

たんです。あともう少し待てばできるとい

うことなんで、またこれからまた予算審議

もされることなんですけれども、前向きに

取り組んで、議会のほうでも取り組んでい

きたいなと思います。ありがとうございま

す。 

  では次に進みます。 

  子どもたちによりよい教育環境をという

ことで三つ目に上げさせていただいており

ます。 

  教育大綱では、町立の小中学校を現吉川

中学校敷地及びその周辺地域に一つにまと

めて一体型小中一貫校を整備するとされて

おります。昨日来、きょうもそうなんです

けど、町長が選挙期間中に訴えられていた、

東西それぞれに小中一貫校とする、実現す

るという政策と相入れないんですけれども、

昨日来からも聞いてはいるんですけれど、

これからどのようにして進めるおつもりな

んでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  どういうふうに進めるかということです

けれども、私がこれから教育委員会等含め

て一緒に検討させていただきますけれども、

まずは教育大綱の改変がまず必要。そして

総合教育会議で結論を出していくというス

テップになりますので、そういう形で臨ん

でまいりたいというふうに思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  もう毎日日々お忙しいとは思うんですけ

ど、教育委員様ともう既にきょうまでに会

議とかをお持ちだったんですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  おっしゃるとおり、３月の４日からもう

日程がずっとつながっておりまして教育委

員会の方々と私も日程を調整をしてお話を

したいという希望がございました。まだ会

議というレベルではございませんけれども、

先週、教育委員さんの皆様とは懇談をさせ

ていただいたというところ、これから一緒

になって検討をしてまいりますのでよろし

くお願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 
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  そうなんですよ。私が望んでいるのは、

町長、済みません。昨日からも民意ってお

っしゃるんですけれど、もちろん塩川町長

がそこに座ってらっしゃるのは民意なんで

すよ。でもそれがイコール今までの教育大

綱をまるっきり覆して、町長の東西に１校

ずつっていうのが本当に民意かっていうと

ころをもう一度ちょっと考えてほしいんで

す。今、言ってるんですけれども、何を言

いたいかといいますと、要するにはっきり

言って、失礼ながら、３月３日まで、ここ

にお座りになるまでは一般町民だったわけ

で、今、座ってらっしゃる場所はやっぱり

町長の席で、当たり前なんですけどね。入

ってくる情報量ってすごい違うと思うんで

すね。私、議員になってもそう思ったんで

すよ。一般町民としてネットで調べたりす

るのと、やはりそういういろいろな資料を

いただけるのとでは全然違います。そして

その資料によっていろいろ自分の施策とし

て立ち上げていくものっていうのかな、そ

れってやっぱり変わってきて当然だと思う

んですよ。私が塩川町長に言いたいのは、

昨日からすごく民意、民意とおっしゃって

るんで、すごく気になってるんですけれど

も、そこに凝り固まらないで、例えば今申

し上げたのは、教育委員とお話になられま

したかって言ったのは、どうしてそのよう

になってきたかというその経緯みたいなの

もしっかり聞いていただいて、これからの

子どもたちの人数の把握もしっかりしてい

ただいて、本当にそれが子どもたちにとっ

て第一的にすてきな教育環境なのかってい

うのを、ちょっとそこで立ちどまって考え

ていただきたいのが私の今の塩川町長に一

番訴えたいことなんです。いかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  私も本当にそのものをやらないといけな

いという、子どもたちのことというのを考

えて真剣に考えてます。もちろんたくさん

の方々と情報、井川議員がおっしゃるとお

り情報をしっかりと入手しないといけない、

そういう中で最終的な判断をしていくとい

うのは当然でございますし、そのためには

まずお時間をいただきたいというところが

まずありますけれども、本当にまだ、実を

言うと町の職員、特に課長職それから一般

の社員の方々とお話をする、今まで進めて

こられた御苦労も含めてまだ聞けてないと

いうのが今の実態です。ただ、子どもたち

のことを考えるにおいて財政面を抜きにし

て考えるということは到底考えられないの

で、その部分も含めて、今まで企画をされ

た御担当の方よりもその視点を持っていた

だきながら最終的に判断。それから教育委

員会の方々も同じ、いわゆる財政面に関し

ては町部局ということで、教育の中身その

ものについてという議論で線引きをされた

というように聞いておりますので、これか

らは一緒になって全体の、いわゆる子ども

にとって将来の教育とそれから財政負担も

ない、その中で一緒に決めていくという形

をとりたいと思います。したがって私は早

く動きたいというように思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  私どもがちょっと眠ってる間にアンケー

トがとられたと聞いておりまして、東地区

への保護者へのアンケートというのがあっ

たと思うんですけれども、そんなのなかっ

たですか。 

  ＰＴＡ対象にアンケート。例えば学校の

体系についてアンケートされたことってな

かったですか。 
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○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  平成２８年に答申をいただきまして、そ

の答申の議論をしていただく中で東能勢の

ほうの学校のＰＴＡの方が保護者の方に対

して考え方を聞かれたというのはございま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  そのときに、東、この数字って何なんだ

ろう。５８％賛成というふうに聞いたんで

すけど、これは例えば、私の想像で間違っ

てたら教えてほしいんですけど、例えば西

に小中一貫校で賛成というのが５８％だっ

たんですかね。違いますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  そのときにとられたＰＴＡ様のアンケー

トの内容につきましては、個々、私が持っ

ているやつは具体的にいろいろな意見が書

かれたものでございまして、賛否をとられ

たような形跡のものは私のところにはなか

ったと思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  いや、私が手にしたチラシの中に、東地

区の未就園児の保護者にはアンケートがと

られてなかったというのがあったのでね。

今聞いて、まだそのアンケートもとられて

ないのかと逆にちょっとがっかりしちゃっ

たんですけれども、やはり教育委員とのと

のやりとりももちろん大事ですし、実際そ

の場にある保護者、また子どもたちがどの

ぐらいアンケートに答えられるか。でもや

っぱり意思があるとは思うんです。そうい

うのってやっぱり調査すべきだと思うんで

すけどいかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  今現在は平成、昨年の２月につくりまし

た教育大綱にのっとって行っておりまして、

それに基づく一定の説明会を学校の再配置

については行ってきたところです。今後、

方向のほうが変えられるということでござ

いますので、アンケートとられるのか審議

会をされるのか、先ほどから町長も答弁し

ておりましたように、もう一回基本計画の

ようなものをつくってそれをお示ししてか

ら進めるとおっしゃっておられますので、

そのような何か方策というのはとられてい

くものと思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今のお言葉ですけれども、東地区の方に

アンケートをとったのかということなんで

すけど、東地区の保護者、未就学の方々の

人数も知れてますので、それは保護者説明

会で説明された。ただ、人数が少なかった

というのが事実ですので、これから新しい

計画ができたときに周知をする、その周知

の仕方も含めて、アンケートか説明会開催

か、そういうところも含めてたくさんの方

に御理解をいただかないとこの問題は進み

ませんので、そういう配慮をしっかりとさ

せていただきたいと思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 
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  そうなんです。小中学校の保護者あるい

は児童の皆さんや生徒の皆さんだけではな

くて、今、未就学園児の方たちもいずれは

その小学校中学校をもちろん利用するわけ

で、その方たちの意見も幅広く取り入れて

いただきたいなと。考え方として、指導者

としてのリーダーでいくんだとおっしゃる

考え方もあるかもしれないけど、やはりそ

の人たちが本当に何を望んでるか。例えば

東地区に学校をというのも一つの考え方で

すし、いやいやいや、そうじゃなくてもっ

と広い環境で子どもを育てたいと思ってる

人もいるかもしれないし、そこをちょっと

正確にとっていただきたいなと思うんです。

そこの中で私がちょっと耳にしてたことは、

例えばことし、東地区で生まれたお子さん

が８人だと。東地区だけに小中一貫校をつ

くってしまった場合、この８人で、今、お

ぎゃあと生まれた赤ちゃんのとき、こども

園ができてるんです。なので保育所と幼稚

園部が一緒になって。だから赤ちゃんのと

きから公教育が終わる中学校の３年生まで

例えば８人だとします。転入生もなかった

としますとこの８人でずっと１５歳まで過

ごすのって。それってどんなふうに思われ

ます、町長として。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  その人数に関しましては今まで小中一貫

を提案をして、将来的な人口像もしっかり

出されてるということですから、それは危

惧を持ってやります。３５年の実施のとこ

ろでの予想、それに関して何もやらなかっ

たら今の人数と、８人の子どもがそういう

形になる。ただ、先ほども井川議員のほう

からおっしゃった、チャンスを逃さないよ

うにということで、人口対策それから子育

て世代の福祉も含めてＰＲをして転入増を

図らないと、学校だけの問題じゃなくて東

地区そのものがなくなってくるということ

もありますので、総合的な施策を打ってい

かないといけないというように思います。

ですから今、何もやらなかったらその人数

ということになるかもわかりません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  いろいろなことが入ってくるんですけど、

例えば８人の子どもの中で、とってもうま

くいく子はいいんだけど、そうじゃない子

はずっとその１５年間それで我慢し続けな

きゃいけないということがありまして、以

前、今も１クラスなんですよ、ずっと少し

前からね。その人クラスの中で耐えられな

い子は中学になったら親が金持ちやったら

私学に行くんです。そうじゃない、失礼な

がらそういう家庭環境にない子は我慢し続

けて中学校３年間行ったという話も聞いて

おります。また逆に、私がちょっとこうい

う立場になるのに家を歩かせてもらってた

ら、もう井川さん絶対東地区に置いといて、

うちの孫出ていってしまうわっていう切実

な声もありました。そうかこんな声もある

のかと。私も片一方の意見しか聞いてなか

ったなって反省はしたんですけれども、や

はりそういうふうに考えていただいて、例

えばおっしゃってたのは学校と地域はとて

も密着してて皆さん地域の方もすごくサポ

ーターの方も多くてそれはすごいすばらし

いことなんですけど、でも、地域が廃れる

っておっしゃるけど、じゃあ廃れるんなら

別のことで地域活性化したらいいやんって

意見もあるんです。別に学校がなくても。

だから要するに子どもにとってすばらしい

教育環境をつくっていただきたいです。学

校は地域のものじゃなくて子どものもので
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すよ。なのでそこをちょっと考えていただ

いて、例えば東地区の小学校はやっぱりカ

エルと遊んだりっていうすばらしい環境に

あるので歩いて行けるように、小学校は東

地区にあっても、例えば中学校、６・３制

にするのか何年制にするのかという、それ

はまた別の問題として、例えばその中学部

だけでも西地区に一つにしてという案も、

ちょっとそれも考えてもらってもいいんじ

ゃないかなっていう感じはするんです。い

つまでも、仲いいかもしれないけど、限ら

れた人数だけでずっと義務教育を終えるん

じゃなくて、やはり高校はここにないんで

すよ。高校に出ると、うんと、何千人と友

達と一緒にやっていかなきゃいけないんで

す。なのでその前に中一ギャップじゃなく

て、少教育ギャップというか、少人数ギャ

ップというか、それを減らすためにはやは

りあるんですよ、もう一つ、豊能町にはも

う一つ学校が。なので中学はある程度、１

学年４クラスぐらいの大きな規模で学ぶ環

境もつくろうと思ったらつくれるんです。

その多様性もちょっと考えていただきたい

なと思ってまして、今ここに上げさせても

らってるんですけど、私は以前からそう言

ってたんですけどね。中学だけはバス通学

でより多くの人に接し、大きく成長する機

会、やっぱり人に会うということはすばら

しいことです。機会づくりを考えていただ

けないですかということを、今、聞きたい

と思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  井川議員の御意見、私は初めて聞きまし

た。井川議員は２小２中ということをおっ

しゃってる。 

（発言する者あり） 

○町長（塩川恒敏君） 

  ごめんなさい。２小１中。そうですね。

ということは教育一貫という形で連続性を

持った子どもの成長、しかも小さなお子様、

そして中間層、そして大きなお子様と、そ

のものに関してが実現できなくなるんです

けれども、根本であるいわゆる子どもの連

続性を持ったものというのは否定をされる

ということですか。 

（発言する者あり） 

○町長（塩川恒敏君） 

  ごめんなさい。というように、改めます。

理解をするので、それも頭の中に入れなが

ら検討しますけど、一番私は今重要なのは

子どもの連続性、これは全体の総意だと思

いますので。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  済みません。ここに説明資料だったと思

うんです。いただいてまして、だから私、

申し上げましたとおり、６・３制じゃなく

てもいいじゃないですかって申し上げてま

す。だからどちらも豊能町の学校なんだか

ら、例えばここですと、認定こども園が東

地区にありましたと。小学校の１年生から

４年生までも、東能勢小学校か中学校か知

りませんけどそこにありましたと。小学校

５年から中学校１年生までのカリキュラム、

中学校２年生、中３のカリキュラムを町内

一つにするという柔軟な考え方もありじゃ

ないですかって申し上げているんです。今、

急に言ったのでそれについてお答えいただ

こうとは思いませんけれども、いろいろな

そういうことも考えていただいて、本当に

子どもたちにとって何がいいのかというの

を、今が一つのまた機会かもしれません。

私は教育委員の方たちが一生懸命練り上げ

て小中一貫教育をしようと、それが西地区
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に１個で適正規模になるだろうという答え

があったと。それも私は本当に尊重します。

その方たちが一生懸命考えて町長も入って

の教育会議があったのですから。それはそ

れもよく調査していただいて、こういうの

もあるよって紹介したかったので、今ここ

に立っております。済みません。 

  それで何かというと、要するに今、東能

勢中学校をひもといてみると、１学年１ク

ラスずつなんですよ。先生たちが２３人配

属されてて、現状を見るところによるとね。

例えば中学校の数学、１年生、２年生、３

年生って多分持ってはったと思うんです。

例えば、要するに私が何を言いたいかとい

うと、小中一貫教育というふうになって、

例えば教員ですね。９教科あるわけですよ、

中学校って。それで１教科１人ずつの先生

だったとします。１年生、２年生、３年生

の数学を毎日毎日１人の先生が１年も２年

も３年も持ったとしましょうよ。物すごい

教材研究というか、なさらなきゃいけない。

それが毎日毎日です。数学の先生だけじゃ

ないです。英語も、英国数理社の先生がみ

んなそんな状態。それって本当に回るのか

なって思うんですよね。やっぱりそういう

ちょっと細かいところも御検討いただいて

これから進めていただきたいなと思います。

ではまた、今すぐお答えっていうのはあれ

なんですけど、でも一つだけ。以前に私こ

こに立って中学校のみをバス通学するとし

たら、このときはまだ６・３制の頭だった

ので３学年しかないんですけど、年間1,６

００万円という回答を得てるんですけれど

も、それでよかったですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  ２９年の話になるかと思います。その当

時1,５６０万円というような答弁をしてお

ります。ですからその考えで間違いはない

と思います。 

  先ほどの学校の先生の話でございますけ

れども、一応人数が足らないということで

おっしゃっていただきますように、５教科

につきましては何とかお２人の先生で回さ

ないと、１人の先生では３学年見ることで

テストをつくるだけでも年間に１学年５回

で１５回に３年生は４回プラスで１９回の

テストをつくりますので、授業研究も３学

年分する、それからテストを１９回つくっ

て採点をする、ましてや１年生から順番に

評価をしたやつが受験にもなりますという

ことで、１人では到底回らないというよう

な実態があります。ですから何とか２人体

制をということで今現在頑張って、加配の

先生等何とか大阪府に認めていただいて運

営している状況でございますので、今後こ

れ以上クラスがもしも減ってしまうと、今

３クラスで言うてますけど、これ以上減る

ことはないんですけれども、今現在は１年

生が３０人とかいますので２クラス運営さ

せてもらってるんですけれども、それ自体

もできなくなってきて、何とか学校の裁量

によるクラス編成もできないような状況が

続くと思っております。ことしの３年生が

卒業した段階では、確かに保育所・幼稚園

のときから１クラスで、ずっとクラス編成

が変えられなかった子どもたちが卒業式で、

そこが一番つらかったと。体育大会のとき

に同じクラスで戦うことが私たちはしたと、

中学になっても。それでどっちが勝っても

負けても喜ぶことができなかったというよ

うなことを卒業式で発表されました。当日

言われまして、そのことを子どもたちに言

わせてはいけないなというのを痛感して帰

ってきたところですので、何とかいい小中

一貫教育ができればと思っております。 
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○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  そうなんですよ。すごいきずなを持って

成長されたと思います。そうなんです。だ

から本当に子どものよりよい教育環境とい

うのを、町長お願いします。その公約って

思ってる呪縛から解き放たれて、本当に考

えていただきたいなと思うんですよ。お願

いいたします。 

  では次、あと８分になってしまったんで

すけれど、本を借りるだけの図書館じゃな

いよということで、いろいろ、前任期のと

きも武雄にも行きまして、そこには何があ

ったかといいますと、スターバックスが図

書館にあって、入ったらすぐコーヒーのい

い香りがしまして、皆様本を借りにという

よりもその憩いの場に本当に杖ついて頑張

ってこられてる方たちもたくさんいました

し、まるで桃源郷のような、そのような雰

囲気の図書館でありました。入ってすぐ。

我が町にも何とかそんな雰囲気を取り入れ

られないかなと思っております。今、図書

館は、我が町の図書館も単に本を借りるだ

けじゃないというのは重々知っております。

一生懸命、陶芸をつくった方々の発表の場

になってたりとか、生涯教育を目指すもの

であります。また子育てを一生懸命応援す

る場もありますし、そのような本を借りる

だけじゃない図書館というのは今でも鋭意

努力されてるところなんです。重々承知で

申し上げるんですけど、この今、テラスス

ペースってあります。ガラス越しのいい場

所があります。あそこに限定しただけでも

カフェスペースつくりませんか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  本を借りるだけでなく利用者それぞれに

付加価値のある滞在型の図書館はまさしく

当町の図書館が目指している姿でございま

す。しかしながらカフェを常設する以前に、

図書館として公共図書館として実施すべき

サービスがまだまだあるというふうに考え

ておりますので、すぐにちょっとカフェと

いうことは考えられないのかなと思ってお

りますが、今年度はとよののドリーム事業

でバタフライライブラリーということで、

月２回のペースでございますけれども図書

館の集会室でカフェスペースにして、実験

といいますかサービスをしているところで

ございますので、今後このような取り組み

の内容をまた勘案して考えていきたいと思

っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  以前聞いたときに、排水や給水がなくて

無理よねって言われたらそうよねって思っ

てしまったんですけれども、今また別の形

で、とよののドリームで月２回カフェスペ

ースをって、一歩前進しているのも、本当

に光陰矢のごとしで、本当に１年３カ月寝

てる間にいろいろよくなってきてるなと思

って、ありがとうございます。 

  でも私が、もちろん月２回の、この、お

いしいコーヒーでした。この間あれですか。

いただけたやつです。私いただきました。

最後の２人だったです、主人と私で。ごめ

んなさいって言っておいしいコーヒーいた

だいたんです。ドリップ式で入れていただ

いてるコーヒー。それもすてきな取り組み

だと思いますが、私が今ここに上げさせて

もらってるのは施設費がかからないんです。

給水も排水もしなくていい、ぽんとボタン

を押しただけでひきたてのコーヒーが飲め

るというサービスでして、初期投資もゼロ
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なんですよ。パソコンを引っ張っていただ

きましてオフィスコーヒーサービスって引

いていただいたらいろいろな会社がうわっ

と出てきますのでね。一度御検討いただけ

ないかなと思うんですけどいかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  その販売機を設置するスペースの検討と

いうのは十分可能だと考えております。た

だ、飲み物を楽しむための場所が今のとこ

ろない。それとその置いたりする場所です

ね。それと館内がその飲み物によって汚れ

ないための対策とか、それから本を汚さな

いための対策とか、ただ単に機械を置くだ

けではなしに、それをよく皆さんに楽しん

でいただきもって読書ができるのか、楽し

むだけで読書は別のとこでするのかとかい

ろいろあります。そのための場所をつくる

と、書架スペースが少なくなるというとこ

ろもありますので、現在の図書館でそのま

まストレートにやるというのは大変難しく

て、今やってますように外でコーヒーを立

てて、それを館内のどこか指定された場所

で楽しめるようなことから始めないとなか

なか難しいのではないかと思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  ガラス張りのところでソファーがあって

新聞と雑誌を読むスペース、あそこがすご

く向いてるのかなと思います。いろいろな

業者があって頼むとそのものを置く台から

がらがらがらと持ってきて、月に１回メン

テナンスにも来てくれますし、ただとは言

いません。例えば、だから手間がかかるや

ないかと言われたらそうなんですけど、１

杯５０円ぐらいで１日８人飲んでもらうと、

これ、初期投資は要らないんですけど、２

カ月目からはやっぱり経費がかかるんです。

でも月に8,０００円ぐらいだったと思うん

です。１日８人飲んでいただける、例えば

１杯５０円としましょう。受益者負担で。

そうすると十分やれるんです、これ。実は

やれるって実験してるところがあってやれ

るんです。だから前向きにちょっと御検討

いただきたいなと思います。いかがでしょ

うか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  先ほども申しましたけれども、例えば車

椅子対応の端末機を設置してそのための場

所が要るとか、座ってゆっくり使える利用

者端末機を設置していくとか、そのために

はやっぱり座る場所が要るとかっていうこ

とで、図書館内にはまだまだ本来備えなけ

ればならないサービスができてないのがあ

ります。それをするためにスペースをとり

たいと思っておりますので、それを、確か

にテラススペースには机が２台で８席、今、

残しておりますけれども、そのようなとこ

ろにそういうスペースを設けるよりも、ま

ず公共図書館として何が大事なのかという

のを先、やらせていただいてから、今現在

実験的にやっておるのも加味して考えてい

きたいと思いますのでよろしくお願いいた

します。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  新町長になってから図書館にコーヒーの

いい香りがというと、とてもいい感じがす

るんですけどいかがでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 
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  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  私も海外生活させていただいてカフェを

持ちながら図書館、ニューヨーク図書館と

かそういうところに入れるというのはやっ

ぱり非常にすばらしいことですけれども、

そこにはちゃんとビジネスが成り立ってる

ということで、スターバックスが目の前に

あってそこで集客も含めてという。それよ

りも南さんのおっしゃるように、それから

今、図書館の職員が本当に一生懸命やって

皆さんに利用していただけるようなものを

もうやってるという部分の中でいくと、コ

ーヒーだけがではなくて、もっとやるべき

こと、今、本当にお子さんも含めてたくさ

んの方々が来られてますから、整備も、そ

れから本の数も、やっぱりやらないといけ

ないことがあるので、まずそちらからちょ

っと、済みません、申しわけないですけど

それをやらせていただけませんでしょうか。

余力があった場合にはやらせていただきま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  そのすごい武雄図書館の蔵書とうちの我

が町の本の蔵書量って一緒だったんですよ

ね。すごいなと思って。今ちょっと正確な

数は忘れてしまったんですけど。やっぱり

一つ一つ積み重ねていきたいな。また初期

投資が要らないっていうところもあるので。 

  じゃあ私の一般質問終わらせていただき

ます。ありがとうございました。前向きに

御検討ください。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で井川佳子議員の一般質問を終わり

ます。 

  以上で一般質問を終わります。 

  以上をもって本日の日程は全部終了いた

しました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  次回は３月２７日午後１時より会議を開

きます。 

  どうもお疲れさまでございました。 

 

散会 午後２時４２分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

一般質問 
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    以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 
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